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２ 委員長あいさつ 

 

３ 協議事項 

（1）付託・分担案件の審査（別紙：議案付託表・分科会分担表）     

 

（2）請願・陳情の審査 

ア 陳情第１号 健康福祉センターと条例に関する陳情書（継続審査） 
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（3）意見・要望のまとめ 
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イ 委員会意見・要望のまとめ 
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４ 報告事項 
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午前９時３０分 委員会開会 

○委員長（上田 伴子） 皆さん、おはようございま

す。 

 今日、文教民生委員会２日目です。よろしくお願

いいたします。 

 昨日も今日も、今日はちょっとどんよりしてます

けれども、ちょっと蒸しっとしているかなと思いま

すけれども、今日もいろいろと重要な案件がありま

すので、当局の皆さん、よろしくお願いいたします。

また、委員の皆さんも、慎重審議なご議論をよろし

くお願いいたします。 

 それでは、座って失礼します。 

 昨日に引き続き、一般会計に関する予算及び決算

関係議案につきましては、予算決算委員会に付託さ

れ、当委員会は、文教民生分科会として担当部分の

審査を分担することになります。 

 したがいまして、議事の進行は、委員会と分科会

を適宜切り替えて行いますので、ご協力をお願いい

たします。 

 これより、協議事項（１）番、付託・分担案件の

審査に入ります。 

 審査日程ですが、本日は、委員会付託されたその

他の議案の説明、質疑、討論、表決を行い、その後、

予算決算委員会付託議案に係る当分科会に分担さ

れた、報告第１４号、第９６号議案、第１１８号議

案、令和３年度豊岡市一般会計補正予算についての

説明、質疑、討論、表決を行います。 

 最後に、委員のみで、分科会審査意見、要望等の

取りまとめ及び委員会審査意見、要望の取りまとめ

を行います。 

 なお、当局出席者についてですが、報告第１４号、

第９６号議案、第１１８号議案の関係部署は審査時

間から出席していただくよう要請しておりますの

で、ご了承願います。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明、質疑、答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔

明瞭に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協

力をお願いいたします。 

 それではまず、第８５号議案、兵庫県市町交通災

害共済組合の解散について、ほか２件を一括議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） おはようございます。 

 １４９ページをご覧ください。第８５号議案、兵

庫県市町交通災害共済組合の解散についてご説明

申し上げます。 

 本案は、地方自治法の規定により、令和４年３月

３１日限りで兵庫県市町交通災害共済組合を解散

することについて、関係市町と協議するに当たり、

議会の議決を求めるものでございます。 

 第８５号議案についての説明は以上です。 

 続きまして、１５１ページをご覧ください。第８

６号議案、兵庫県市町交通災害共済組合の解散に伴

う財産処分についてご説明いたします。 

 本案は、地方自治法の規定により、令和４年３月

３１日限りで兵庫県市町交通災害共済組合を解散

することに伴う財産の処分について関係市町と協

議するに当たり、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 ８６号議案についての説明は以上です。 

 続きまして、１５３ページをご覧ください。第８

７号議案、兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部

変更についてご説明申し上げます。 

 本案は、地方自治法の規定により、兵庫県市町交

通災害共済組合規約の一部変更について関係市町

と協議するに当たり、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 １５５ページをご覧ください。内容につきまして

は、新旧対照表によりご説明いたします。第１３条

の次に第１４条として、兵庫県市町交通災害共済組

合が解散した場合の事務の継承と決算審査につい

ての規定を追加しています。佐用町が兵庫県市町交

通災害共済組合の事務を承継し、組合の管理者が調

製した決算については、佐用町の監査委員が審査を

行い、その意見をつけて佐用町の議会の認定に付す

るものとするものです。 

 なお、本規約の施行日は、地方自治法の規定によ
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り、兵庫県知事の許可のあった日となります。 

 １５７ページをご覧ください。規約の変更理由書

に、兵庫県市町交通災害共済組合の解散に至る経緯

を記載しています。兵庫県市町交通災害共済組合は、

本市を含む１９市町で構成され、交通災害共済事業

に関する事務を行っていましたが、近年、交通災害

共済への加入人員が減少しており、直近の約１０年

においては毎年多額の基金取崩しが避けられない、

厳しい事業運営となっていました。平成２９年度に

全構成市町による検討委員会において協議した結

果、行政が実施する交通災害共済事業としては一定

の役割を終えたとの判断から、令和４年３月３１日

をもって兵庫県市町交通災害共済組合を解散する

ことで合意しています。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 議案は十分精読してないんで

申し訳ないんですけども、佐用町だけが特筆して監

査をするとか、そういうのが出てくるんですけど、

その理由について簡単にご説明してください。 

○委員長（上田 伴子） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） 現在の組合の理事長

が、佐用町長、庵逧町長ということです。以上です。 

○委員長（上田 伴子） よろしいですか。 

 ほかにはありませんか。 

 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 豊岡だけこんだけ突出したと

か、その辺りを説明してください。 

○委員長（上田 伴子） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） これは、合併前の旧

町によります加入が、非常に５町の加入率が高かっ

たということがありまして、本来ですと、これ市町

共済組合は町共済組合だったというふうに認識し

ておるんですけども、その際に豊岡市も入るという

ことになりましたので、その分、もともとの５町の

分母が大きかったということもありまして、加入率

が高くて、それに伴う返還金も高いというようなこ

とで認識しております。以上です。 

○委員長（上田 伴子） ほかありませんか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） この交通災害共済については、

県下全市町がこれ対象になっていると思うんです

けども、ほかの残り二十数市町が加入しなかった理

由というか、その辺りが分かれば教えてください。 

○委員長（上田 伴子） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） ちょっと私もそこま

で詳しくは存じ上げませんが、例えば単独で、市で

交通災害共済を持っておられるような大きなまち

があったのかなというところと、もう既にやっぱり

小さい町では共済組合をつくってするほうがいい

ということの中でされていた経緯の中で、この１９

市町ですね、現在は１９市町ですけども、合併前に

置き換えますと結構な町がここに加入していて、こ

の事業をこの組合で運営していたというような経

緯の中で、外れている市町というのは単独もしくは

自分のところで、自分のまちでそういうことをして

いたのではないかというようなことです。ちょっと

答えになってないかも分かりませんけど、以上です。 

○委員長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） もう１点。これ掛金５００円、

１人当たりいうことですから、掛金の還付はないと

思うんですけども、大体どれぐらい豊岡でこの共済

に入っておられたかというのは、分かりますでしょ

うか。 

○委員長（上田 伴子） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） 私がちょっと今持ち

合わせているデータでいきますと、２００７年現在

では、豊岡市では３万９，７４２人、加入率４５．

５％、それが２０１９年、令和元年では、加入者が

２万２，８５４人の２９．３％ということです。差

引きでいきますと、１６．２％ぐらい下がってます

が、豊岡市では３０％ぐらいの方がこの交通災害共

済に加入されていたというようなことです。以上で

す。 

○委員長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） じゃあ、もう１点。この今の
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入っている共済が解散することによって、今入って

おられた方に、何か今のこれに代わるような保険に

入るということというのは、何か市のほうからあえ

て連絡というか、県のこれは、県というか組合のあ

れなんで、そちらのほうから行くと思うんですけど

も、かなりの方が入っておられるというふうに見受

けたんですけど、安く入れたということもあろうと

思いますし、ほかに何かこれに代わる保険に入るよ

うにというふうなことがあるんであれば、市のほう

から何かそういったアクションというのは取られ

る予定はあるんでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） ２０１９年度の加入

事業の際に、これまで口座振替を利用して掛金を納

付されている方に対しては、はがきなどによって、

そういった今年が最終年度になるというようなこ

とについては個別に周知をさせていただいており

ます。その上で、本市でも、例年加入を告知してい

る市広報ですとか、防災行政無線などにおいて、令

和元年度、２０１９年度が加入の最終年度になるこ

とについて、掲載したりお知らせをしていたところ

です。 

 現在の加入者ですね、当時加入されてた方につい

てはですが、行政として公平性とか中立性という観

点から、特定の民間の保険商品や共済制度を推奨す

ることは困難であるというようなことですけども、

つい最近でも交通災害共済の問合せが電話であっ

たようなこともあります。その際には、民間のそう

いった保険制度がありますのでということの案内

はさせていただいてますが、個別の、こんな保険は

どうですかみたいなことは、差し控えているような

状況です。以上です。 

○委員長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 意見として聞いてもらいたい

んですけど、かなりの加入があったと、３０％近い

加入があるんで、民間のということでなくっても、

この共済が解散するということだけはしっかりと

お伝えをして、今後の対応についてＰＲというか、

防災無線なり、今の広報等で周知をしっかりしてい

ただくようにお願いしておきたいと思います。 

○委員長（上田 伴子） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） はい、承知いたしま

した。 

○委員長（上田 伴子） すみません、私からも意見

というか、確かに、多分、高齢者が多いんかなと思

うんですけれども、やっぱり５００円という、そう

いう安価なお金で入れるということの気安さがあ

ると思うので、なかなか民間の保険になったらこん

な額では済まないと思うので、そこら辺、丁寧に問

合せがあれば説明をお願いしたいと思います。何か

あれば。 

 ほかはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） お諮りいたします。第８５

号議案から第８７号議案までは、原案のとおり可決

すべきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第８５号議案から第８７号議案までは、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第９３号議案、豊岡市国民健康保険資母診

療所の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、１８１ペ

ージをご覧ください。第９３号議案、豊岡市立国民

健康保険資母診療所の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例制定についてご説明いたし

ます。 

 内容につきましては、条例案要綱と新旧対照表に

よりご説明いたしますので、１８４ページと１８５

ページをお願いします。 

 本案は、国民健康保険法の改正に伴い、引用する
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項番号を改めるもので、条例第１条中、国民健康保

険法第８２条第７項を、第８２条第９項に改正して

います。 

 なお、附則で、この条例は令和４年１月１日から

施行することとしています。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 国民健康保険法の条例を引用

しているんですけど、そもそも国民健康保険法が改

正された内容って何か分かりますか、この項目に関

係しては。 

○委員長（上田 伴子） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 健康保険法のほうの

改正については、市町村が被保険者の健康の保持増

進のために必要な事業を行うに当たって必要があ

ると認めるとき、事業者や使用していた事業者に対

して、その当該被保険者に係る健康診断に関する記

録の写し、これに準ずるものを提供するよう求める

ことができるという項と、もう一つそれの関連する

項２つが入りましたので、項がずれているというこ

とです。 

○委員長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） ということは、資母診療所の

条例以外にも、豊岡市の条例に影響を受けるとこは

あるんじゃないんですか、それはないですか。 

○委員長（上田 伴子） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） この国民健康保険法

に基づく診療所については、資母診療所のみになり

ますので、それ以外の……。 

○委員（松井 正志） 診療所に関係することですか。 

○健康増進課長（宮本 和幸） そうです、はい。 

○委員（松井 正志） 分かりました。 

○委員長（上田 伴子） ほかはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第９３号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次に、第９７号議案、令和３年度豊岡市国民健康

保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） ２８３ページをご覧くだ

さい。第９７号議案、令和３年度豊岡市国民健康保

険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）に

つきましてご説明をいたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ４，３５２万５，０００円を追加し、予

算の総額を８８億１，１９３万１，０００円とする

ものです。 

 主な内容につきまして、事項別明細でご説明いた

しますので、２９４ページお願いします。 

 まず、歳出ですが、上の枠と真ん中の太枠で総務

管理費の補正額５４１万６，０００円及び特定健康

診査等事業費１１６万円の増額は、いずれも人件費

の調整によるものです。 

 その下から次のページにわたっての太枠です。基

金積立金は令和２年度の決算の確定に伴い、繰越金

から償還金や繰出金を精算した後の剰余金を財政

調整基金に積み立てようとするものです。 

 ２９６ページの２枠目、諸支出金の償還金２３１

万６，０００円と、その下の枠、繰出金２３０万円

の増額につきましては、令和２年度の決算の確定に

より、過大交付を受けた特定健康診査等負担金、一

般会計繰入金を返還精算しようとするものです。 

 続いて、歳入をご説明いたしますので、２９２ペ

ージをご覧ください。歳入の内訳ですけれども、国

民健康保険税は、歳出の特定健康診査等事業費の増

額に対応して補正するものでございます。その下の
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枠、一般会計繰入金は、総務管理費の職員給与費等

の増額に対応するものです。また、その下の繰越金

は、令和２年度決算の確定に伴うものでございます。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第９７号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次に、第９８号議案、令和３年度豊岡市国民健康

保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第１号）

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、３０１ペ

ージをご覧ください。第９８号議案、令和３年度豊

岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予

算（第１号）についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ７４６万円を追加し、総額をそれぞれ９，

３００万５，０００円とするものです。主な内容に

ついては、事項別明細書でご説明いたしますので、

３１３ページをお願いします。 

 まず、歳出の内訳ですが、総務費は、共済組合負

担金の増による補正になります。また、諸支出金の

追加は、令和２年度決算剰余金の確定に伴い、一般

会計へ繰り出すものです。 

 戻っていただいて、３１１ページをお願いします。

歳入の内訳ですが、繰入金の増額は人件費の調整に

伴うもので、繰越金の追加は令和２年度決算の確定

に伴うものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第９８号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次に、第９９号議案、令和３年度豊岡市後期高齢

者医療事業特別会計補正予算（第１号）を議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） ３１７ページをご覧くだ

さい。第９９号議案、令和３年度豊岡市後期高齢者

医療事業特別会計補正予算（第１号）についてご説

明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ３，２５８万１，０００円を追加し、予

算の総額を１３億５，６８２万１，０００円とする

ものです。主な内容につきましては、事項別明細書

でご説明いたしますので、３２８ページをご覧くだ

さい。 

 まず、歳出です。上の枠の一般管理費４１１万８，

０００円の増額は、人件費の調整によるものです。

その次の後期高齢者医療広域連合納付金２，７３６

万５，０００円の増額は、令和２年度に徴収いたし

ました保険料の精算で、広域連合のほうに納付を行

うためのものです。 

 その下の繰出金１０９万８，０００円の増額は、

令和２年度決算確定により一般会計繰出金を精算

するものです。 

 １枚戻っていただきまして、３２６ページお願い
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します。歳入ですけれども、一般会計繰入金４１１

万８，０００円の増額は、人件費に係るものです。

その下の繰越金２，８４６万３，０００円の増額は、

令和２年度決算確定に伴い補正をするものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第９９号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次に、第１００号議案、令和３年度豊岡市介護保

険事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。 

 定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） それでは、３３３ペ

ージをご覧ください。第１００号議案、令和３年度

豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてご説明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ５億４１万２，０００円を追加し、総額

をそれぞれ１０３億６，５０３万１，０００円とす

るものです。 

 主な内容について、事項別明細書でご説明いたし

ます。３４４ページをご覧ください。 

 まず、歳出ですが、一番上の表、補正額１，２４

７万円の増額は、人件費の調整及び庁用備品の購入

によるものです。 

 次に、真ん中の表、補正額２０万７，０００円の

増額、一番下の表から、３４６ページ、一番上の表

にわたります補正額１０４万２，０００円の減額は、

人件費の調整によるものです。 

 次に、真ん中の表、補正額３億５６０万５，００

０円の増額は、２年度繰越金から国県等へ返納金及

び一般会計繰出金を控除した残額を介護給付費準

備基金に積み立てるものです。また、一番下の表、

補正額１億１，８１４万５，０００円の増額は、令

和２年度保険給付費と地域支援事業費等が確定し

たことに伴い、国県負担金等を精算した結果、返納

金が発生したことによるものです。 

 次に、３４８ページをご覧ください。補正額６，

５０２万７，０００円の増額は、令和２年度決算確

定により、２年度の一般会計繰入金を精算した結果、

返納金が発生しましたので、一般会計へ繰り出しす

るものです。 

 次に、歳入ですが、戻っていただきまして３４２

ページをご覧ください。上の表、補正額１，１６３

万５，０００円の増額は、先ほど歳出で説明しまし

た総務費及び地域支援事業費の補正に対応するも

のです。また、その下の表、補正額４億８，８７７

万７，０００円の増額は、令和２年度決算の確定に

伴うものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１００号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１０１号議案、令和３年度豊岡市診療所

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 
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 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、３５３ペ

ージをお願いします。第１０１号議案、令和３年度

豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第２号）につ

いてご説明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ３，８２１万２，０００円を追加し、総

額をそれぞれ３億２，０４０万６，０００円とする

ものです。 

 主な内容については、事項別明細書でご説明いた

しますので、３６５ページをお願いします。 

 まず、歳出の内訳ですが、森本診療所費、神鍋診

療所費、高橋診療所費の増額は、共済組合負担金の

増による補正になります。 

 また、諸支出金の追加については、令和２年度決

算剰余金の確定に伴い、一般会計へ繰り出すもので

す。 

 戻っていただいて、３６３ページをお願いします。

歳入の内訳ですが、森本診療所費以下、各診療所に

ついて、繰入金の増額は人件費の調整に伴う一般会

計からの繰入金になります。繰越金の追加は、令和

２年度決算の確定に伴うものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１０２号議案、令和３年度豊岡市霊苑事

業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） ３６９ページをご覧

ください。第１０２号議案、令和３年度豊岡市霊苑

事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明い

たします。 

 本案は、第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ３４４万９，０００円を追加し、予算の

総額を１，４１１万４，０００円とするものです。 

 歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別

明細書によりご説明いたします。 

 まずは、歳出です。３８１ページをご覧ください。

前年度繰越金が確定したことに伴い、基金積立金と

して３４４万９，０００円を霊苑整備基金へ積み立

てようとするものです。 

 続きまして、歳入です。３７９ページをご覧くだ

さい。令和２年度の決算額の確定により、繰越金３

４４万９，０００円を計上しています。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 東霊苑の第１区画が、全体と

して幾らあって、今、幾ら売れてて、その率なんか

をちょっと教えてください。 

○委員長（上田 伴子） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） 伊藤議員お尋ねの東

霊苑第１事業の整備されたとこについては、総区画

数が３２３区画ございます。現在、使用してますの

が１３２区画ですので、４０％強が今、使用率とい

うことになります。以上です。 

○委員（伊藤  仁） ありがとうございました。よ

うけ余っとるな。 

○委員長（上田 伴子） ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 
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 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０２号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１０３号議案、令和３年度豊岡市太陽光

発電事業特別会計補正予算（第１号）を議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。 

 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） ３８３ページをご覧

ください。第１０３号議案、令和３年度豊岡市太陽

光発電事業特別会計補正予算（第１号）についてご

説明いたします。 

 本案は、第１条で、歳入予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１，３２４万６，０００円を追加し、予算の

総額を１億１，４７１万６，０００円とするもので

す。 

 歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別

明細書によりご説明いたします。 

 まずは、歳出です。３９５ページをご覧ください。

前年度繰越金が確定したことに伴い、総務費の基金

積立金を６６７万２，０００円、諸支出金の一般会

計繰出金を６５７万４，０００円増額するものでご

ざいます。 

 続きまして、歳入です。３９３ページをご覧くだ

さい。令和２年度の決算額の確定により、繰越金１，

３２４万６，０００円を計上しています。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） では、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０３号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

   午前１０時０６分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時１５分 分科会開会 

○分科会長（上田 伴子） それでは、そろわれまし

たので、ただいまより文教民生分科会を開会いたし

ます。 

 まず、報告第１４号、専決処分したものの承認を

求めることについて、専決第１４号、令和３年度豊

岡市一般会計補正予算（第９号）を議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 土生田参事。 

○社会福祉課参事（土生田祐子） 私のほうからは、

報告第１４号についてご説明をさせていただきま

す。 

 子育て世帯生活支援特別給付金支援事業交付金

ということで、１７ページをご覧になってください。 

 説明に入りますまでに、この内容につきましては、

４月に専決補正していただいたんですけれども、国

の制度がなかなか設計が決まらず、５月末に制度設

計が明らかになったことから、当初の組立てと内容

が変わったということと、それから、昨年に引き続

きコロナが収束しない中で、今後、家計急変の申請

が増えるのではないかというところの見込みをも

って、専決をさせていただきました。 

 １７ページです。子育て世帯生活支援特別給付金

事業なんですけれども、補正額は３，７００万円、

７４０件の予定をしております。 

 それから、歳入のほうに入っていきます。歳入は

１５ページご覧になってください。 

 上段のほうに地方交付税ということで普通交付

税２，０００万円と、それから下段のほうに国庫補

助金、子育て世帯の給付金補助ということで１，７

００万円を計上しております。以上です。 
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○分科会長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本件は、承認すべきものと決

定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。

よって、報告第１４号、専決第１４号は、承認すべ

きものと決定しました。 

 次に、第９６号議案、令和３年度豊岡市一般会計

補正予算（第１１号）を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で、歳出、続いて、

所管に係る歳入等の順に一気に説明をお願いいた

します。 

 質疑は、全ての部署の説明が終わった後に一括し

て行います。 

 それでは、組織順に、地域コミュニティ振興部か

ら説明をお願いします。 

 どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） それでは、議案書２

２１ページをご覧ください。説明欄一番下の枠、基

金管理費、これのうち財政調整基金積立金でござい

ますけども、こちらのうち２２３万円については、

子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭に対して

頂いた市民の皆さんからのご寄附でございます。 

 それから、議案書２１５ページをお願いいたしま

す。下から２つ目の大きな枠の一番下でございます

一般寄附金、こちら２２３万円は、全額子どもたち

が豊岡で世界と出会う音楽祭に頂いた市民の皆さ

んからのご寄附でございます。 

 生涯学習課の説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） 議案書の２６３

ページをお願いします。２６３ページから２６５ペ

ージのスポーツ振興課分につきましては、入札減や

大会中止等によるものを減額しております。 

 歳入、２１９ページをお願いします。上の枠の５

行目、スポーツ振興くじ助成金の減額ですが、陸上

競技場のハンマー、円盤、投てき用囲いの入札減に

伴う減額をしております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい。 

○市民課長（恵後原孝一） それでは、市民課分の補

正予算の主な内容について説明いたします。 

 まず、歳出からです。２２９ページをご覧くださ

い。真ん中の枠、戸籍住民基本台帳費の説明欄の人

件費１，５２０万２，０００円の減額は、人件費の

調整によるものでございます。 

 ２３３ページをご覧ください。ページの中ほどよ

り少し下、説明欄にあります国民健康保険事業特別

会計事業勘定繰出金５４１万６，０００円の増額は、

職員給与費等繰入金の人件費によるものでござい

ます。 

 すぐその下の枠です。医療費助成事業費２９５万

６，０００円の増額のうち、説明欄の８行目、乳幼

児等医療費助成事業費の業務委託料１８１万５，０

００円につきましては、来年７月から実施を予定し

てございますゼロ歳から３歳児を対象とした保険

診療分の医療費自己負担額を全額助成するための

システム改修費でございます。このほかにつきまし

ては、記載の各医療費助成事業における令和２年度

助成額の確定による、いずれも過大に受け入れた県

の補助金を返還するために増額補正するものです。 

 次に、１枚めくっていただいて、２３５ページ、

下から５行目、後期高齢者医療事業特別会計繰出金

４１１万８，０００円の増額は、職員給与費等繰入

金の人件費によるものでございます。 

 また１枚めくっていただきまして、２３７ページ

をご覧ください。下半分の枠の１行目、人件費６４

５万９，０００円の減額のうち、８４万９，０００

円の減額分につきましては、当課の児童手当担当者

の異動に伴う人件費調整によるものです。 

 また、同じ枠の下から７行目、児童手当給付事業

費の１万９，０００円の増額は、令和２年度児童手
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当給付額が確定し、県負担金の精算による返納金で

ございます。 

 歳出は以上です。 

 次に、歳入に移ります。２１３ページをご覧くだ

さい。２枠目の説明欄３行目、児童手当負担金過年

度分の４４万４，０００円の増額は、令和２年度児

童手当交付金の精算による国庫負担金の追加交付

分でございます。 

 次に、一番下の枠の２行目です。重度障害者医療

費助成事業費補助金、過年度分から４つの医療費助

成事業費補助金の合計額が８２万４，０００円の増

額につきましては、いずれも令和２年度助成額の確

定による県からの追加交付分でございます。 

 次に、２１５ページお願いします。一番下の枠を

ご覧ください。説明欄１行目、国民健康保険事業特

別会計事業勘定繰入金２３０万円の増額は、令和２

年度の職員給与費出産育児一時金等の確定に伴う

一般会計繰出金の精算によるものです。 

 その２行目下、後期高齢者医療事業特別会計繰入

金の１０９万８，０００円の増額につきましても、

令和２年度の職員給与費事務費の確定に伴う一般

会計繰出金の精算によるものでございます。 

 市民課は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） まずは、歳出、２２

３ページをお願いいたします。中枠の中段辺りにあ

りますごみの減量・資源化対策事業費です。現在、

プラスチックごみ削減対策実行計画を委員会で策

定中ですが、委員を増員したことに係る報償金、費

用弁償等の増額及びドキュメント映画の鑑賞に係

る映像使用料を要求させていただいております。 

 続いて、下の行になります、太陽光発電システム

導入補助事業費です。一昨年から設置工事ができる

登録業者を市外業者も登録可能としたことや、固定

価格買取り制度終了による余剰電力買取り価格の

下落と、昨今の大規模災害の頻発によって防災意識

の変化が大きく影響していると考えていますが、蓄

電池への補助件数が大きく伸びていることなどか

ら、今後の申請、執行見込みにより増額の要求をさ

せていただいております。 

 次に、２４３ページ、上から３枠目をご覧くださ

い。環境衛生事業費のごみステーションの設置に対

する補助金の増額です。昨年から続くコロナ禍にお

ける環境衛生意識が向上したことが一つの要因に

なっているようですが、区自治会からのごみステー

ション設置の申請要望を多く聞いているところで

す。１５基分の７５万円の増額要求をさせていただ

いております。 

 続きまして、歳入です。２１７ページをご覧くだ

さい。一番上の枠、太陽光発電事業特別会計繰入金

です。太陽光発電事業特別会計の昨年度の繰越金の

うち、６５７万４，０００円を繰り入れしておりま

す。 

 説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○社会福祉課長（宮田 裕史） それでは、歳出のほ

うから説明させていただきたいと思います。２３５

ページをご覧いただきたいと思います。２３５ペー

ジ、上の２つ目の枠になりますが、障害者基幹相談

支援事業費ということで１１万７，０００円要求さ

せていただいております。これまで本事業につきま

しては社会福祉協議会のほうに委託実施しており

ましたけれども、障害者基幹相談支援事業につきま

して、来年度から市のほうで行うことといたしてお

ります。その関係で職員の研修に係る参加者負担金

並びに旅費を今回要求させていただいております。

よろしくお願いいたします。 

 それで、このページから２４１ページまでに、あ

と１０事業、社会福祉課のほうで歳出のほうを計上

させていただいておりますが、令和２年度の実績確

定によります国県補助金等の精算に伴う返納金で

ございますので、説明のほうは省略させていただき

たいと思います。 

 社会福祉課の説明は以上でございます。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○高年介護課長（定元 秀之） まず、歳出からです。

２３５ページをご覧ください。下の表の上の枠、下

から６行目の説明欄、老人福祉総務費の国庫負担金
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返納金７９万４，０００円の増額は、令和２年度の

介護保険料の軽減額が確定し、精算した結果、国庫

負担金を返納するものです。 

 その次、その下の行をご覧ください。介護保険事

業特別会計繰出金１，１６３万５，０００円の増額

は、第１００号議案で説明しました介護保険事業特

別会計補正予算の一般会計繰入金分です。 

 続いて、同じ表の下の枠をご覧ください。高齢者

短期生活支援住居運営事業費５０万円の減額は、９

月末で本事業の契約を終了するためのものです。 

 続いて、２３７ページをご覧ください。上の表の

上から２行目、業務委託料のＰＣＲ検査業務５２０

万円の減額は、３年度当初予算において国庫補助事

業による高齢者施設へ入居する新規入居者がＰＣ

Ｒ検査を実施するための費用として予算計上して

まいりましたが、令和３年３月から、同様の検査業

務を兵庫県が独自の施策として実施することにな

りました。したがいまして、当初予算額で計上しま

した５２０万円全額を減額するものです。 

 なお、当初予算の５２０万円の財源は、国が２分

の１、市が２分の１ですが、県が実施するＰＣＲ検

査業務は１００％県の負担となります。 

 次の行をご覧ください。国庫負担金等精算返納金

８９万７，０００円の増額は、先ほど説明しました

国の補助において実施したＰＣＲ検査業務の令和

２年度分が確定し、精算した結果、国に返納するも

のです。 

 次に、真ん中の枠をご覧ください。長寿園管理費

の修繕料２９万７，０００円の増額は、長寿園大屋

根のひさしの部分に２か所ひび割れがあるため、修

繕を行うものです。 

 次に、その下の枠をご覧ください。民間老人福祉

施設助成事業費補助金２００万円の増額は、兵庫県

が令和３年度の新規事業として新型コロナウイル

ス感染症対策として、生活空間等の区分けを行うゾ

ーニング、環境等の整備を行った介護施設を支援す

る事業であります。簡単に申しますと、介護施設の

各個室の前の廊下を利用して仕切り扉を設置し、そ

の空間を玄関室として利用します。そのことによっ

て、各個室でコロナウイルス感染症が発生した際に、

各個室への出入りのときの消毒や防護服の着脱等

を行い、素早い対応や感染拡大防止に役立ちます。 

 この事業を実施するか各事業所に希望調査を行

ったところ、１事業所から、２か所設置したいとの

要望がありました。補助単価は１か所設置に１００

万円が上限で、事業費が１００万円を超えた場合、

超えた金額は全額事業所が負担することとなって

おります。本市としては、整備事業の補助金として

事業所に交付いたします。 

 歳出は以上です。 

 続いて、歳入です。２１３ページをご覧ください。

下から２つ上の表の一番上の説明欄、疾病予防対策

事業費補助金の２６０万円の減額は、歳出で説明し

ましたとおり、当初予算で計上しましたＰＣＲ検査

業務の国庫負担分です。 

 次に、一番下の表の下から２行目をご覧ください。

地域介護拠点整備費補助金２００万円の増額につ

いても、先ほど説明しましたゾーニング環境等の整

備を行う介護施設の整備費の補助金で、整備費は１

００％県の補助であります。 

 最後に、２１５ページをご覧ください。一番下の

表の下から２行目、介護保険事業特別会計繰入金６，

５０２万７，０００円の増額は、第１００号議案で

説明しました介護保険事業特別会計補正予算の一

般会計繰出金分です。 

 高年介護課からは以上です。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、２３３ペ

ージをお願いします。真ん中の枠の一番下になりま

す国民健康保険事業特別会計直診勘定への繰出金

４万円になります。 

 次に、２４３ページをお願いします。上から２つ

目の枠になりますが、ワクチン接種に係る職員の時

間外手当と看護師や薬剤師の報酬が主なものにな

っています。 

 そこから２つ下の枠、診療所事業特別会計繰出金

として２９万４，０００円を繰り出すものです。 

 歳出は以上です。 
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 次に、歳入ですが、２１３ページをお願いします。

上から２つ目の枠の一番下になります、新型コロナ

ウイルスワクチン接種対策費負担金１，７９５万円

と、下の枠の一番下、新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業費補助金２，１２５万８，０００

円は、ワクチン接種に関する国庫支出金で、１０分

の１０の補助になります。 

 次に、２１５ページをお願いします。一番下の大

きな枠の一番下になります、そこの１つ目です。国

民健康保険事業特別会計直診勘定繰入金７４２万

円と、一番下の枠、診療所事業特別会計繰入金３，

７９１万８，０００円は、決算に伴う繰入金になり

ます。 

 健康福祉部の説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） まず、歳出です。２

２１ページをご覧ください。一番下の枠の下から４

行目になります、奨学基金積立金で１１０万円にな

っていますけども、後ほど歳入で説明します、水道

事業会計の繰入金が９０万円と、団体の方の寄附５

０万円という２件の寄附になります。 

 続きまして、２５７ページをお願いします。上か

ら２つ目の枠の一番下の行になります。大学生等修

学支援給付金、これは修学援助世帯、生活保護世帯

等に１年生については２０万円ですし、それ以外の

学生については１０万円の給付をするというもの

でございますけども、実績が１３２件の２，０００

万円ということで、期限を２回ほど延長し、対象も

但馬技大や日高の看護学校の専攻科のほうにも拡

大して対応しておりましたが、期限を切って次の事

業に回すというようなことを、地方創生臨時交付金

を使っておりますので、そういう考えの下に、今回

減額をさせていただいております。 

 それから、２５９ページをご覧ください。一番上

の枠、小学校管理費になります。これは下から６行

目になりますけども、学校施設管理費の通信運搬費

ということで、小学校に１人１台端末、ｉＰａｄ３，

６６６台を入れた関係で、インターネット回線が市

役所を経由していましたものを、学校直通にするこ

とによって高速化しようというモデル事業を今回

やらせていただきたいということで、五荘小学校を

予定しております。 

 それから、下から２行目のネットワーク設定変更

業務につきましては、その変更になります。６９万

６，０００円でございます。 

 一番下の行のＩＣＴ支援業務につきましては、学

校の教員等のＩＣＴ関係の支援を行うということ

です。全学校を巡回するというような業務でしたけ

ども、契約が８月になりましたので、１４６万円を

減額しようというものです。業務委託料は、その差

引きの７６万４，０００円の減ということになりま

す。 

 それから、一番下の枠になります。これは中学校

ですけども、小学校と同じ内容になっておりますが、

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋを中学校は整備しておりま

して、２，２５３台を入れた関係で、ネットワーク

の高速化を図るためのモデル校として、豊岡南中と

出石中をインターネットの速度を改善するための

設定を変更したいというふうなことにしておりま

す。 

 下から２行目のネットワーク設定変更業務につ

きましては１３９万１，０００円と、ＩＣＴ支援に

つきましては１４６万円の減額ということの差引

きが、６万９，０００円ということです。 

 次に、歳入になります。２１５ページをご覧くだ

さい。上から３つ目の枠の２行目です。奨学基金の

寄附金が５０万円と、設備整備の寄附金ということ

です。これは市内の業者のほうから奨学金の寄附と、

それから中学校の楽器の整備のための寄附をいた

だいております。 

 続きまして、２１７ページになります。上から２

つ目の枠、水道事業会計の繰入金ということで、決

算の余剰金の６０万円を奨学基金に繰り入れるた

めの繰入金ということでございます。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） ２２７ページをご

覧ください。上の段の上から８行目、豊岡の未来を

つくる高校生支援事業につきまして、新型コロナウ
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イルス感染症の拡大の影響に伴い、語学研修参加を

中止したことによる補助金の減額となります。２６

０万円の減額です。 

 続きまして、２５９ページをご覧ください。下の

段の中ほど、学校運営費事業とありますが、寄附に

よる中学校クラブ活動備品の購入となります。学校

運営事業費の歳入につきましては、先ほど教育総務

課の説明のとおりです。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） それでは、２２１

ページお願いします。一番下の枠の４行目になりま

す市債管理基金積立金です。こちらのほうは子育て

支援総合拠点等整備事業の財源の一部である合併

特例債の償還財源に充てるために積み立てるもの

でございます。 

 次に、２２７ページお願いします。上の枠の一番

下になります子育て支援総合拠点等整備事業です。

アイティの４階部分に係る実施設計を行った結果、

整備工事費のほうが２億２，１８８万３，０００円

となったために、当初予算との差額を増額しようと

するものです。これは主に電気室の移設であります

とか、それに伴う配線の布設及び消火設備、空調設

備の再整備が必要になったことなどによります。 

 次に、２３７ページお願いします。下の枠の中ほ

どになります児童福祉総務費です。こちらのほうは

国庫負担金精算返納金ですけども、これは令和２年

度事業の実績に基づきます精算で、子ども・子育て

支援交付金の返納金となります。この中には、執行

を取消ししました繰越事業の放課後児童健全育成

事業のＩＣ化推進事業分の２６８万円を含んでお

ります。 

 次に、２３９ページお願いします。２行目になり

ます。放課後児童健全育成事業です。こちらのほう

は、ＩＣＴ環境整備で各放課後児童クラブにタブレ

ットＰＣ、プリンター等を導入して、関係者の連携

でありますとか連絡調整、事務の効率化を図るもの

です。国の３次補正に係る事業として３月補正に計

上させていただいたんですけども、こちらのほう、

全額を今年度に繰り越して執行することにしてお

りましたけども、最初から繰越しを前提にした場合

は繰越し事業に該当しないとして、繰越しの対象と

して認められなかったことから、こちらのほうを全

額執行せずに、改めて今年度に予算計上させていた

だくものです。財源のほうは国３分の１、県３分の

１の補助を予定しています。 

 その下です。放課後児童クラブ整備事業です。こ

ちらのほうは、幼児教育・保育及び放課後児童のあ

り方計画に基づく豊岡第２放課後児童クラブの整

備事業です。同クラブにつきましては、現在、豊岡

ひかり幼稚園のほうで実施しておりますけども、２

０２３年３月で閉園を予定していることから、豊岡

小学校内の校舎内に移転しようとするものです。今

年度実施設計を行い、２０２２年度に改修工事、２

０２３年に４月の開所を予定しております。 

 その下です、私立保育園等振興事業費ですけども、

こちらのほうは訪問活動などが新型コロナウイル

ス感染症の拡大によりまして中止となったことか

ら減額するものでございます。 

 次、２３９ページお願いします。同じページです、

すみません。中ほどから少し下になります、児童保

育運営事業費です。こちらのほうの３行目です、事

業用備品につきましては、西保育園の電気湯沸器の

ほうが老朽化によりまして故障しまして使えなく

なったことから、更新しようとするものです。その

他の減額につきましては、森本へき地保育園が休園

したことに伴いまして、不要となった予算を減額す

るものでございます。 

 続いて、歳入です。２１３ページお願いします。

中ほどです、国庫補助金の２枠目、放課後児童健全

育成事業費補助金、それから一番下ですけども、放

課後児童健全育成事業補助金、こちらのほうは児童

クラブのＩＣ化推進事業に対します国、県の補助金

です。 

 続いて、２１９ページお願いします。中ほどです。

市債のほうの１枠目です、子育て支援総合拠点等整

備事業債、こちらのほうにつきましては、子育て支

援総合拠点整備事業債の同事業の増額に係る合併

特例債でございます。 
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 説明は以上になります。全て終わりです。 

○分科会長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（芦田 竹彦） １点すみません。２５７ペー

ジだったと思いますけれども、大学生等の修学支援

給付金というのがあったと思いますが、先ほど件数

ちょっともう一回教えていただきたいのと、減額こ

れなってますけども、人数と、それは新入生と在校

生が対象だったと思いますが、拡大枠を広げてもら

ったという経緯があるんですけども、その辺のとこ

ろをちょっと教えてください。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 件数につきましては、

１３２件でございます。その１３２件のうち、新入

生に対しては２０万円払っておりますが、６８件で

ございます。その他在校生ということで、１年生以

外になりますと６４件です。 

 対象枠拡大ということでございますが、大学生等

の中には専門学校と大学校というようなことも含

めております。いろいろとその都度申請があるたび

に議論させていただいておりまして、但馬の中では、

但馬技術大学校でありますとか、日高高校の専攻科

の部分も対象にさせていただいております。 

○分科会長（上田 伴子） はい。 

○委員（芦田 竹彦） 分かりました。対象枠拡大を

していただいたということで、本当に喜ばれている

と思いますし、私は在校生とやっぱり新入生が半々

ぐらいだったということは、２、３、４年というこ

とになったらちょっと少ないのかなという感じが

持っておりましたけども、そういったもんなんです

か。 

 ちょっと聞き方悪いな。件数はそれでもう理解で

きました、結構です。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） ほかはありませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 子育て総合拠点についてです

が、一般質問でもかなりいろいろと出たんで十分理

解しておりますし、既に取得をしてしまった以上は、

これを有効に使うべきだと思って何点かお聞きす

るんですけども、まず、今回工事費が増嵩した理由

に、電気とか空調を別途単独系統にしたというふう

なことがあるんですけども、その際に、既に４階と

いうのはアイティの施設というのは営業されてい

るんだから、そこも施設をそのまま使う方法を何か

を考えることによって、経費を抑えるような検討と

か工夫とか、そういうものをされたかどうか、まず

それについてお聞きしておきます。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） まず、整備に当

たっては、極力そのコストを下げたいということで、

既存施設の分を使うという設定で概算のほうの工

事費を積算しました。例えば、照明は今５年目ぐら

いというふうなことですので、それは極力それを使

うというようなことで、当初のほうにもご説明させ

てもらったんですけども、商業施設ということがあ

りますので、空調関係は全館空調で温度の設定がで

きないというふうなことで、空調の部分に関しては

最初からやり替えるというふうな形の設定をした

りとかいうふうな形をしておりました。やはり部屋

割りやもろもろをする中で、どうしても部屋に応じ

た形の空調の容量が必要になるということと、その

大本の電源自体を今、５階の電気室というところか

ら供給を受けて、４階に今、電気を配っているとい

う形なんですが、その４階の電気室がもともと、さ

とうさんの関連の電気が走っているということで、

それに新たにこの４階に整備をする空調の関係と

か、もろもろの電気を入れると、電気室の中でもち

ょっと整備ができないというようなことで、今、６

階の電気室が７階の市民プラザのほうに電気を供

給しているという形がありますので、そちらのほう

でしたら、それを配線を変えてというか、電気の流

れを変えて４階に供給することが可能だというふ

うなことで、結局その５階自体ではもう容量がパン

クしてしまうというか、できないということで、６

階のほうの電気室のほうに移設をさせていただい

てというふうな形で、それは想定をちょっとしてな

かったという部分がございますので、そういった部
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分でかなり多くなったというふうなことと、議会の

ほうでもご説明させてもらったんですけど、一番大

きかったのはスプリンクラーの関係かなと思って

います。スプリンクラーも４階既存であるので、配

線の入替えといいますか、その部屋に応じた形のス

プリンクラーを配線すればいいというふうな形で

想定はしていたんですけども、配線を１本当たりに

つけれるスプリンクラーの数とか水圧とか、そうい

うふうないろんな形の基準がございまして、今の部

分でそのまま使うということができないというこ

とが分かりまして、その部分のスプリンクラー等の

やり替えという部分で、それだけでも１，０００万

円ぐらい当初よりもかかっているというような状

況になっています。 

 参考までですけども、いろんなご指摘をいただく

中で、その中でも極力そういった形ができないかと

いうふうなことで、何割かスプリンクラー部分は既

存のラインを使うことが一応できるというふうな

ことで、その辺りの設計自体も見直しをかけており

まして、それだけでも数百万円、３００万円ほどぐ

らいは減額ができるというふうな形は今見込めて

おりますので、いろんな形の、建築が主にはなりま

すけども、建築工事の中でも部材を替えたりとか、

いろんな形をしながら、今、少しでも減額できるよ

うな形で設計を再度精査しているというふうな状

況になっております。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 分かりました。できるだけ節

減には努めていただきたいと思います。 

 今後のことなんですけども、１２月議会で指定管

理の議案が出たり、それから指定管理料が設定をさ

れるようなんですけども、管理責任というんか、事

業運営責任が非常に曖昧になる形ではないかなと

いうふうに危惧しているんです。というのは、今あ

りましたように、設計そのものは市が考えて、ある

いは遊具などの購入であるとか、いわゆる全体の構

想は市が考えて、それをつくります。そしてそれを

指定管理者に指定管理してくださいねということ

になると、例えば今後、事業運営が立ち行かなくな

ったような場合、例えばやり方であるとか、何かい

ろんな事情になったときに、じゃあ、指定管理者側

が責任を取る姿勢を求めれるのか、それとも指定管

理者が、例えばもともとこういうふうな施設じゃな

くて、もっと違う施設だったらもっとうまく運営で

きたというふうなことを言うような機会を与える

ようなことにもなりかねないんで、いわゆる設置者

と運営者が別々というのは非常に難しいんじゃな

いかと思うんですよ。 

 例えば、スポーツ施設のように、誰が管理しても

同じようなものではないんで、いわゆる工夫によっ

てお客様であったり、いろんな方の利用者が増える

というふうなことの経営形態だと思いますんで、そ

ういうものについて要するに責任の分担というん

か、そういうのをどのように考えておられますか。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） 今、委員おっし

ゃっていただいたように、運営部分に関しては非常

にやっぱりシビアに考えないといけないかなと思

っています。まずリスクの部分はいろんな形で想定

をしながら、まだ詰めている部分なんですけども、

いろんなリスク管理の部分を厳密にやはりしてお

く必要があるというふうに思っています。 

 その中で、運営の部分も、やはりお客様に来てい

ただかないと、かなり収入の部分を見込んで、それ

を指定管理料の中に反映させているという形にな

りますので、やはり営業的な活動もプラスですし、

運営のやり方の部分もかなり慎重にする必要があ

ると思っています。 

 運営の部分に関しては、基本的に今回、プロポー

ザルで入って整備をしていただくボーネルンドと

いう会社の部分が、いろんな形で全国的に展開して

いるという部分と、いろんな施設というか、をプロ

デュースをして、その運営のノウハウ自体もかなり

持っているという部分と、どういうふうな形でした

らいいかというマニュアル的なものもその会社自

体が持っているという形になりますので、そちらの

ほうもご提供いただけるということと、職員に対す

る実地研修ですとか、ＯＪＴも含めていろんな研修
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もしていただけるという形になっておりますので、

管理をする部分の運営の部分と、実際スタッフも、

中の部分の働き方いうんじゃないですけど、その運

営をどうするかというふうなことも含めて、全体的

にその辺りのものもご指導いただきながら、運営を

お願いするところとも常に協議をしながら運営を

進めてまいりたいなというふうに考えております。

以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 今の運営のやり方としては、

市が指定管理者に指定管理をお願いします。指定管

理者の中で直接管理する部分と、そのさっきおっし

ゃった事業者に委託される部分とが分かれるとい

うことでいいですか、そういう理解で。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） 今こちらで考え

ておりますのは、指定管理の部分として、いわゆる

遊び場の部分と、市民交流広場というふうな形の中

で市民の方がいろいろ多くそこで集っていただい

て、その市民交流広場の中に学習室という部屋を２

つつくるという形になります。基本的には、そちら

のほうの部分を指定管理をしていただいて運営を

していただくという考え方をしておりますので、そ

の指定管理者から、さらに遊び場の運営自体をまた

再委託ということは考えておりません。そちらのほ

うで直接運営をしていただくという考え方で調整

をしております。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 固有名詞で、ボーネルとかっ

ておっしゃったんですけど、その方は指定管理者の

候補ということですか、それとも、そうではなくて、

別の指定管理者から何か関連のあるような形にな

る個人でしょうか。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） 先ほどご説明し

たボーネルンドの部分は、今回、アイティの４階部

分に関しては、もちろん整備のほうが、整備を主と

いうふうな形になりますが、運営に対するアドバイ

ス的なものとか、具体的な機器の保守点検、そうい

うふうな形のものはそちらのほうにお願いして、運

営の部分はいろんな形のアドバイスは継続して、し

ていただけるというふうなことになっています。以

上です。 

○分科会長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 生涯学習課と、ご担当されて

る冒険館については、設計から施工、それから運営

まで全て同一の事業体がやっておられるんで、非常

に責任の所在が明確であり、市としても安心して任

せれますし、向こうとしても責任持ってやる義務が

あると思うんですけども、指定管理というのは非常

に曖昧なところがあって、今のご説明では、指定管

理者が全て責任を取る、あるいは当然リスク分担は

分けるんでしょうけども、市以外の責任を取る団体

としては、指定管理者だけということで理解してよ

ろしいですか。 

○分科会長（上田 伴子） はい。 

○こども育成課参事（吉本  努） 今、松井委員が

おっしゃったとおりで、リスクの部分は、市のほう

と、その指定管理者のみという形になります。以上

です。 

○分科会長（上田 伴子） ほかにありませんか。 

 青山委員、どうぞ。 

○委員（青山 憲司） 今の子育て支援総合拠点等整

備事業なんですが、以前頂いた資料を含めてちょっ

と心配なところが、やっぱりその財源の確保だと思

うんです。指定管理料１，３７３万５，０００円と

いうのは、これ今、出されてはいるんですけども、

これは指定管理料３，４００万円から入場料を差し

引いた金額ということなんですけど、この入場料も、

それだけの入場料確保が本当に可能なのかという

こともありますし、一番心配なのは、ふるさと納税、

これを年間７，０００万円から９，０００万円確保

できるというふうな見込みなんですが、これにして

も極めて不安定な財源だというふうに私は見てい

るんです。市の財政状況を見ると大変厳しいという

ことを常々理解をしながら、この財源について、や

っぱりもう少し施設の運営をしていく上で効率的

な運営方法、それから指定管理の在り方だとか、そ
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れから財源の確保、こういったことについてもう少

し精査をして、精度の高い財源確保をしていくべき

だというふうに思うんですけども、その点について

政策調整のほうとの調整も必要になってくるかと

思うんですが、その辺りの考え方、財源確保につい

ての考え方をもう少し丁寧に説明をいただきたい

と思います。 

○分科会長（上田 伴子） 吉本参事。 

○こども育成課参事（吉本  努） 財源の確保につ

きましては、今、青山委員のほうがおっしゃってい

ただいた部分の基本的な想定としては、いわゆるふ

るさと納税の地域振興基金を使ってというふうな

形の考え方にしております。見込みの部分でしかな

いんですが、先ほどおっしゃっていただいたように、

大体７，０００万円から９，０００万円ぐらいが年

間使えるというふうな形で今見込んでいるという

ふうな状況になっています。 

 毎年大体通常の部分にしたら６，０００万円ぐら

いの費用がかかるというふうな形にはなりますの

で、歳入自体が地域振興基金というか、ふるさと納

税が減ればこの辺の財源がなくなるというふうな

状況は、正直言って不安材料としては持っておりま

す。しかしながら、今こちらで考えておりますのは、

もちろんそれを基本的には地域振興基金があると

いうような想定の中ですが、歳出自体をどれだけ圧

縮できるのかというふうなことも、年々いろんな形

をチェックしながら、それを圧縮するという方法し

か今はないかなというふうに思っています。 

 それと、いかに歳入というか、入場料を上げるか

というふうな形のものに力を入れて、バランスの取

れたような形の運営をするというふうなことで、い

ろんな形でそれを行政と指定管理のほうと話をし

ながら、その辺りが圧縮できればなというふうに考

えています。 

 基本的に、その他の部分も何らかの収入という部

分が確保できればとは思っておりますが、今の部分

は、遊び場に関する入場料と、学習室という２つの

部屋がございますので、そちらのほうの使用料とい

うふうなことも一応想定としては見込んでおりま

して、アイティ自体のそういった使用料というのは、

市民プラザを例に出して悪いんですけども、市民プ

ラザもかなり稼働率としては高い状況になってお

ります。ですので、あそこの中でいろんな形の活動

をしていただく中で、その会場の使用料とか部屋の

使用料も上げながら、歳入のほうも確保したいとい

うふうに考えております。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 現状の中での財源の見立てと

いうことでは、致し方ないのかなと思いますけども、

あそこは商業施設でもありますので、そういった指

定管理者のノウハウ、それから商業施設として人が

集まってくるところでの収入の方法、財源確保につ

いて、もう少し検討の余地があるんではないかなと

いうふうに思いますので、あそこの施設全般の運営

に係る財源を確保していく上で、これは教育委員会

だけで考えても仕方ないと思いますので、財源確保

について財政課、今の政策調整とも十分協議をいた

だいて、その辺りをしっかりしていただきたいなと

いうふうに思います。これは意見として聞いていた

だきたいと思います。よろしいです。 

○分科会長（上田 伴子） ほかありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） 今の子育て支援のことについ

ては大体理解はするんですけど、今後また７階につ

いても、いつ頃これ予算計上されて、いつの議会に

予算計上されてくるのかという、その運び方と、あ

と１点、また話が替わるんですけど、豊小の放課後

児童クラブなんだけど、今から実施設計をするとい

うことです。そして、来年の７月、８月に工事、整

備が終えるのに、何で再来年の４月まで待つ必要が

あるのか、その内訳といいましょうか、そういった

実態についてお答えください。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） ７階の部分につ

いての予算について、ご説明させていただきます。 

 ７階の整備費につきましては、今、実施設計を始

めているというふうな状況になりますが、整備費の

ほうに関しては、来年度の当初予算を想定いたして
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おります。それに伴いまして、指定管理の部分の中

にいろんな清掃とかもろもろ、いろんな部分があり

ますので、そちらのほうも、７階部分も想定をいた

しておりますので、それも併せて金額については債

務負担をお願いをする中で、そちらのほうも含んで

予算のほうをお願いしたいというふうに考えてお

ります。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） 私のほうからは、

放課後児童クラブの整備につきましてご回答させ

ていただきます。 

 来年、小学校の工事になりますので、工事につき

ましてはできるだけ子供に影響がないように、夏休

みを中心に工事を進めたいということで、今回、設

計の補正予算を上げさせていただいております。 

 現在の放課後児童クラブの利用のほうは、小学生

だけではなくて、幼稚園児もおりますので、ひかり

幼稚園に通っている幼稚園児が毎年五、六名おりま

すので、その子たちの移動の距離のことを考えると、

幼稚園がある間は幼稚園のほうで放課後児童クラ

ブの運営をしたほうが好ましいかなということで

今考えておりますが、万が一幼稚園児の利用がなか

ったりですとか、小学生だけになって早く使えるよ

うなことがありましたら、柔軟に対応していきたい

なというふうには考えております。以上です。 

○委員（伊藤  仁） よろしいです。 

○分科会長（上田 伴子） よろしいですか。 

 ほかありませんか。 

 すみません、私からもちょっと聞きたいんですけ

れども、２３５ページの短期生活支援住居運営事業

というのが終了するので、その経費がなくなるとい

うことだったんですけれども、これについては、中

身としてはどんなことで、なぜ終了するのか、また、

ほかの事業に移るのかっていうことと、それから２

３７ページに介護施設のコロナのための個室をつ

くられるということで、１施設だけの応募があった

ということだったんですけども、ほかの施設につい

ては、そういうことはあまり必要ないのか、また、

その申込みがないからそういう展開がされないの

かということと、あともう１点は、ワクチンについ

ての人件費が相当かさんできていると思うんです

けれども、そこら辺でワクチン関係のそこについて

のいろんなとこからのやっぱり応援もあっての人

件費になってきていると思うんですけれども、そこ

ら辺のそのときの状況、またこれからの状況につい

てはどんな感じかなというとこら辺もお知らせく

ださい。 

 どうぞ。 

○高年介護課長（定元 秀之） 今、ご質問がありま

した点で、まず、高齢者の委託のほうの関係で５０

万円の減額につきましてですが、これにつきまして

は、まず、高齢者短期生活支援住居運営事業という

ものにつきましては、高齢者が災害や虐待などの突

発的な事情により、適切な生活環境を失った際に、

住居及び支援サービスを提供することにより、高齢

者の健康的な生活を守り、高齢者の福祉の増進を目

的にした事業であります。これは、特別養護老人ホ

ームはまなす苑に住居スペース１室を確保しまし

て、利用者の有無にかかわらず、年間１００万円の

委託契約を行い、生活支援サービスを提供してまい

りました。 

 このたび、受託者側でありますはまなす苑から、

市が確保していました住居スペースの有効利用を

考えておりまして、協議を行った結果、９月末で本

事業を終了することとしました。 

 なお、今後、高齢者が同じように突発的な事情に

より、適切な生活環境を失った際には、また、生活

管理指導短期宿泊事業という事業がありまして、こ

れで対応することになります。生活管理指導短期宿

泊事業は、養護老人ホームを対象としておりますの

で、今までははまなす苑でありましたが、今後はコ

スモス荘とことぶき苑が対象施設となります。 

 ちなみに、高齢者短期生活支援事業につきまして

は、過去３年間で昨年のみ１件、１人の利用があり

ました。ですので、十分対応はできるというふうに

考えております。 

 もう一つ、次の２つ目の質問でありました民間の

老人福祉施設のほうの関係につきましては、こちら
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につきましては該当する施設全てに問合せをさせ

ていただきまして、そこのある事業者、１事業者だ

けが実施したいというふうに申出があったという

ものです。 

○分科会長（上田 伴子） はい。 

○健康増進課長（宮本 和幸） ワクチンの人件費に

関してです。 

 職員の時間外に関しては、主に土曜日の昼から、

それから日曜日は終日出てますので、その分の時間

外になりますし、看護師や薬剤師さんの報酬につい

ては、平日、水曜日の午後とか木曜日の午後出ても

らったもの、それから土曜日の昼から日曜日も終日、

それぞれ出てもらってまして、一応今後想定として

は１１月末までの分で支払えるだけの金額を積算

をしております。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 分かりました。 

 １点だけ、定元課長のところなんですけども、全

介護施設に問いかけをされたということでありま

したが、１施設だけだということで、あとは大体そ

ういうような、もしそういう事態になれば対応でき

る個室などをちゃんと持っておられるということ

なんでしょうかね。 

○高年介護課長（定元 秀之） それは、あくまでも

施設の大きさとか、そういうものによりますので、

やはり大きなところにつきましては、先ほど言いま

したように、玄関から各個室までが距離が長いと。

そうしましたら、その間で中間のところでそういう

扉をつくって、玄関室というものをつくって、それ

で長い距離を使わないようにするという考え方で、

たまたまそういう事業所としては要望があったと

いうことでありますので、他の事業所につきまして

も、それはどういうふうに考えているか、それはち

ょっと分かりませんが、応募がないということは、

十分対応ができるというふうに考えております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 分かりました。 

 そういうところでの、やはりコロナ感染のクラス

ター的なものも今までありましたし、十分また見て

いただきたいと思います。以上です。すみません。 

 ほかは質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） では、質疑を打ち切りま

す。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。

よって、第９６号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１８号議案、令和３年度豊岡市一般会

計補正予算（第１２号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、９月１６

日付の追加議案書の１５ページをお願いします。 

 まず、歳出ですけども、ワクチン接種について、

希望される方が１１月に完了できるという想定の

下、国から補助金の追加交付がありましたので、コ

ールセンターや会場警備などの委託料の追加、また、

接種会場の追加や円滑な会場運営を行うための用

品の借り上げ料を補正しています。 

 次に、１３ページをお願いします。新型コロナウ

イルスワクチン接種体制確保事業費補助金ですけ

ども、先ほどの歳出に対する補助金で、１０分の１

０の補助になります。 

 説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） これまでも委託されたり、用

品も借り上げされていると思うんですけども、例え

ば委託先っていったら具体的にどんなとこなのか、

具体的っていうんか、お名前は結構なんですけど、

市内のそういう業者さんなのか、それから用品なん

かについてもそういう市内のレンタル業者とかそ
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ういう方なのか、ちょっとそこら辺だけ教えてくだ

さい。固有名詞は結構です。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 市内のほうのレンタ

ルをされている事業所になります。 

○分科会長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） コールセンターとか、誘導業

務とか、そういうとこはどういうふうな方がいらっ

しゃいますか。 

○分科会長（上田 伴子） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） コールセンターにつ

いても、市内のほうの人材派遣会社からになってお

ります。 

○委員（松井 正志） 結構です、分かりました。 

○分科会長（上田 伴子） 質疑ほかにはありません

か。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 会場の借り上げなんですけど

も、総合体育館と但馬空港というふうに理解してい

るんですけど、但馬空港のほうについてはどうなん

ですか、総合体育館については市の施設だというふ

うに理解しているんですけども、この会場借り上げ

料は全部総額、但馬空港の分なんでしょうかね。借

りるとしたら、何日間これを借りるという格好にな

るんでしょうか。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 総合体育館は、建物

は市なんですけど、指定管理ということですので、

使用料は発生することになります。それと、但馬空

港はもう当然使用料発生で、回数ですが、１６回借

りる予定にしております。以上です。 

○委員（青山 憲司） 金額は分かりますか。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 一応空港のほうで予

定しているのが２９０万７，０００円を計上してお

ります。設備というか、備品等はもうそこに置きっ

放しにしたいと思いますので、その期間を借りると

いうようなイメージになります。 

○委員（青山 憲司） 総合体育館は。 

○分科会長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 総合体育館は、借り

上げが、すみません、会場だけの分がちょっと出て

なくて、１５回借り上げで、それ以外のレンタルと

いうか、用品の借り上げも含めて８４０万円という

ふうに考えております。 

○分科会長（上田 伴子） 用品の借り上げも含めて

８４０万円。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 用品の借り上げも含

めてになります。 

○分科会長（上田 伴子） いいですか。 

○委員（青山 憲司） よろしいです。 

○分科会長（上田 伴子） ほかにはありませんか。

いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。

よって、第１１８号議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 それでは、当局職員の皆さんは退席していただい

て結構です。お疲れさまでした。 

 請願・陳情の関係の部署の方は、引き続き審査に

ご同席ください。 

 分科会を暫時休憩します。 

   午前１１時２０分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時３０分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） 休憩前に引き続き委員会を

再開します。 

 それでは、協議事項（２）番、請願・陳情の審査

に入ります。 

 陳情第３号、豊岡市立弘道小学校の学級編制に係
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る陳情書を議題といたします。 

 事務局より請願・陳情文書表の朗読をお願いいた

します。 

○事務局（小崎 新子） 読み上げます。 

 請願・陳情文書表。陳情第３号です。 

 豊岡市立弘道小学校の学級編制に係る陳情書。受

理年月日、令和３年９月７日。 

 要旨です。弘道小学校では、近年の少子化の影響

を受け児童数が減少し、１学年１学級の学級が増え

てまいりました。現在は、兵庫県教育委員会で実施

していただいている新学習システムの３５人学級

編制により、３年生と４年生については、２学級で

学習することができています。 

 しかしながら、５年生については、現法定が４０

人学級編制のため、４年生までの２学級から学級減

となり、１学級満杯の４０人で学習する状態となっ

ています。そのため、子供たち一人一人の確かな学

びの保障が難しく、また、担任の先生の負担が増大

している状況にあります。 

 加えて、教室が密状態になっているため、新型コ

ロナウイルス感染症拡大に伴い、子供たちの健康安

全は確保できるのであろうかとＰＴＡ会員からＰ

ＴＡに不安の声が集まってきております。 

 つきましては、新型コロナウイルスの終息が見え

ないことも鑑み、学年３６人以上の場合、５・６年

生時も、２学級となる編制をお願いします。何とぞ、

実現に向けてご検討いただきますようお願いいた

します。本ＰＴＡ会員一同、要望について早急に改

善・対応していただけることを切に願っております。 

 陳情内容。５・６年生時に２学級となる編制をお

願いします。 

 実現が難しい場合は、指導者を増員し、指導・支

援体制の拡充をお願いします。 

 提出者、豊岡市出石町寺町３４５、弘道小学校Ｐ

ＴＡ会長、濟真樹。付託委員会、文教民生委員会。

以上でございます。 

○委員長（上田 伴子） それでは、この件について

当局から意見、説明等はありませんか。ないですか。 

 それでは、質疑、意見等はありませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） まず、お聞きしますが、コロ

ナで緊急事態宣言が今後解除されるという見込み

もあるんですけども、現状の制度の中で密を回避す

るために、例えば生徒数、児童数を分ける、そのた

めに例えば先生の人数が増えるような場合につい

てのコロナ対策として、要するに国や県のほうの支

援制度というのはないんでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 国の制度として、

クラスを分けるとかっていったものについては具

体的にはないんですけれども、コロナの対応としま

しては、スクールサポートスタッフ、学校の中の消

毒していただく方とか、そういった方を雇用すると

いったようなことは、昨年度はありまして、何校か

配置をさせていただきました。 

○委員長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） テレビや新聞等で、市の教育

委員会によっては、分散登校であるとか分散学習で

あるという制度を取っておられるとこがあるんで

すけども、そういうところは全くの単独で教師とか

先生の方を確保されているということで理解して

いいんでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 分散登校をしても、

担任は１人で、子供たちが入れ替わりにやってくる

ということなので、職員が増えるということはない

です。 

 今、教育委員会として弘道小学校に支援している

こととしましては、県の加配を配置しまして、授業

形態、一括で４０人でするだけではなくて、例えば

２０人と２０人に分けて授業を行うとか、そういっ

たことができる加配を今年度、配置をさせていただ

いて、本来でしたら非常勤、２３時間１５分、１週

間の勤務がなんですけれども、今年度は県のちょっ

と研究加配ということもありまして、それを１年間

常勤で配置をさせていただいて、活用いただいてい

ます。 

○委員長（上田 伴子） 松井委員。 
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○委員（松井 正志） ということは、実態として、

弘道小学校においては、陳情者の願意が満たされて

いる、いわゆる４０人学級のような密にならないよ

うに、そういうふうな措置が取られているというふ

うに理解していいのかというのが１点と、同じよう

に４０人以上のクラスのある学校というのはほか

にあるのかどうか、その数は幾らぐらいあるのか教

えていただけますか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） コロナの対応とし

て、常時２つにちょっと分けるということは難しい

です。弘道小学校の実態としましては、今、算数の

授業については２つに分けてやっているというふ

うに聞いています。 

 学校の運用にもよりますので、その一つの５年生

だけに入るということよりも、５年生にも、６年生

にも、４年生にもってなってくると、全ての授業を

半分に分けてということは難しいというような現

状があります。 

 それから、４年生まで３５人学級の編制でクラス

が分かれていたんだけれども、５年生になって４０

人学級の運用で、人数が増えてしまう、クラスが減

ってしまうというのは、弘道小学校以外に、五荘小

学校が対象になります。市内では、この２校が対象

になります。 

○委員（松井 正志） 分かりました。 

○委員長（上田 伴子） ほかにはありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（上田 倫久） 今現在は３年生は３８人やか

ら２学級になっておるという状況ですね。４年生も

３８人だから２学級になっとるということなわけ

で、現在は。問題なんは、なら、５年生になるいう

ことは、来年のことですか。来年には５年生は４０

人学級としてくくらなあかんので、そこをどうにか

できないかということのあれですか、ちょっと整理

として、この要望というか、陳情は、そういうちょ

っと。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 今既に、５年生が

４０人学級、４０人になっています。この５年生に

つきましては、昨年度は２０人、２０人で、２つの

クラスで学級編制していたんですけれども、今年度

は４０人になったというところで、今回、陳情が出

てきたというふうに理解してます。 

○委員（上田 倫久） 現在は、５年生は４０人とい

うことで、１学級になっとるいうことなんですね。 

○こども教育課長（和田 晃典） はい。 

○委員長（上田 伴子） そうそう。 

○委員（上田 倫久） だから今現在の５年生の４０

人の学級を１学級だけども、どうにか分けるとかい

うことではないでしょう、これ。だから３年生、４

年生が今後５年生になったときにということと違

うんですか。 

○委員長（上田 伴子） 違う違う、今現在のこと。 

○委員（上田 倫久） じゃ、違うんですか。 

○委員長（上田 伴子） 今現在、４０人おるから分

けてくださいと。 

○委員（上田 倫久） 今、５年生が４０人おるから、

それをどうにかしてくれということ。 

○委員長（上田 伴子） そうそう。 

 どうぞ。 

○委員（芦田 竹彦） ３５人学級というのは、段階

的に引き上げていくという方針がもう既にあって、

今、この要望にあるのは、弘道小学校が５年生、６

年生に上がるときに、今のままだったら３５人学級

になってないということなんですね、要はね。その

類似小学校は五荘だということなんですね。２校が

そういう対象なんだけども、先生の配置も含めて、

加配教員も含めて体制をやっぱり取らないとでき

ないので、段階的にやっていく計画であったらいい

んだけども、このまま弘道さんからの要望を受けて

も、ほかの学校の絡みもありますから、しっかり教

育委員会として、何年生時のときには、今、１年、

２年はたしか３５人だったと思いますけど、段階的

に上げていくのでということで、教員を含めて体制

を整えていかなあかんので、ということが問題だと

私は思いますけども、いかがですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 



 23

○こども教育課長（和田 晃典） 陳情の中に、２学

級となる編制の実現が難しい場合は、指導者の増員

等も含まれておるんですけれども、現在、教育委員

会としましては、先ほど申し上げました県の加配、

新学習システムを１人、それから主幹マネジメント

という加配を、これも県の加配です、これも非常勤

ですけれども１人、それから市の負担で、市単で特

別支援教育支援員ということで、３人、弘道のほう

には配置をさせていただいて、学校の子供たちの関

わりということを支援させていただいているとい

ったような状況です。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

○委員（芦田 竹彦） いいです。 

○委員長（上田 伴子） 芹澤委員。 

○委員（芹澤 正志） 今、芦田委員が言われたよう

に、やはり全ての学校において段階的に、多分、来

年以降もずっと継続してこういう例が出てくると

思いますので、やはり今この１校だけをどうすると

いうんではなくって、やっぱり短期・中期的にそう

やって全体を見据えてこれからやっていくほうが

いいのではないかなって思います。多分いろんな感

染症対策とかもそれぞれやられとると思いますし、

校長会なんかで全体を見てしっかりと決めていけ

ば、そういうことを、こういうことを考えていくこ

とはすごいいいことだと思いますので、意見です。 

○委員長（上田 伴子） 何か答弁があれば。 

 いいですか。はい。 

○こども教育課長（和田 晃典） 先ほど、校長会等

の話も出たんですけれども、小学校長会のほうでも、

この３５人学級の対応ということを検討していた

だきました。その中で、やはり特別な支援を要する

子供たちが多いというところで、３５人学級という

ところも必要なんだけれども、優先順位としては、

特別な支援を要する子の対応を優先したいという

ようなこともお聞きしまして、特別支援教育支援員

の配置、これのほうを優先させていただきたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（上田 伴子） ほかにないですか。 

 どうぞ、伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） １件いいですか。３５人学級

を国のほうが段階的に今上げているという、今、６

年生まで３５人学級になるのが、あと何年かかるの。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 今年度を含めて５

年です。ですので、今年度が２年生、来年度が３年

生で順次いきます、６年生までいきますので、最終

的には令和７年度です。 

○委員（伊藤  仁） あと４年か。 

○委員長（上田 伴子） 卒業しちゃうが。 

 どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） ３５人学級が５年

かかってということですので、３５人学級編制の早

期実現ということで、但馬の自治会から国のほうに

要望していただいてますし、市町村の教育委員会連

合会のほうも県のほうに要望していただいていま

す。 

 ６月議会で、教職員組合のほうから要望が来まし

て、それにつきましても議会のほうからもそういっ

た要望を出していただいているというところで、何

とか国、県のほうで加配等をつけていただけたらと

思っておるところです。 

○委員長（上田 伴子） ほかにはないですか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 弘道のこれは陳情なんですけ

ども、五荘が対象になるというふうなことだったん

ですが、五荘のほうのその今の加配教員ですとか、

その辺りの実態はどうなっているんでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 五荘のほうには、

先ほど言いました新学習システムを常勤を２人、そ

れから今年度統合してますので、統合加配を１人、

あと、主幹マネジメントという、同じ非常勤になり

ますけれども、そういった方を１人配置させていた

だいております。 

○委員（青山 憲司） よろしいですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） この陳情の内容では、２学級

編制を望むということなんですけれども、学校での
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コロナ対策も含めて、具体的に何か対策をされてい

るようなことがあればなんですけど、全てに完全２

学級というのは、これ難しいということの認識なの

か、その辺りも含めてちょっとお聞かせいただけま

すか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） ２学級編制という

ことは、担任を１人つけて２つにしていかないとい

けないということですので、現状で考えると対応と

してすぐにはちょっと難しいではないかというふ

うに考えております。その中で、コロナ対策としま

しては、今、学校のほうにコロナの対応ということ

で、マスクや手洗い、前を向いてとか、そういった

指導はさせていただいています。 

 それから、先日、弘道のほうには、コロナ対策の

ために机の間隔を１個ずつ空けているので、非常に

窮屈というか、いっぱいいっぱいになってしまうと。

そんな中で、例えば机を２つを１つにして、間にパ

ーティションを置くとか、そうすることで通路の幅

が広くなるんではないかということで、今、ちょっ

とそういったこともどうでしょうかということを

協議をしていただいているところです。ただ、授業

をするときに集中ができないとか、そんなことにな

ってくるとパーティションを置いても逆効果にな

りますので、そこはちょっと学校の判断のほうに今

委ねているところです。以上です。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 弘道については、今の三十何

人でしたっけ、３６人か。五荘のほうは同じような

状態なんですか、その同じような感じだというふう

に聞くんですが。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 五荘の今の５年生

につきましては、全部で１４６人います。４年生の

ときには５クラス編制になりまして、大体２９人か

ら３０人。これが今、５年生になりましたら４クラ

スになりまして、１学級当たりは３６人から７人の

編制になっています。今後４年生につきましては、

２６人から７人のクラスが３５から６人のクラス

になる。そして今の３年生が２８人から９人が三十

七、八人のクラスになってくるといった人数になり

ます。 

○委員長（上田 伴子） よろしいですか。 

 どうぞ。 

○委員（上田 倫久） 今、現状を聞かせてもらった

んだけども、例えば今要望されている人数を配置す

ること、弘道小学校に、だから、今要望されてる人

数を配置することは絶対無理なの。今言われたよう

に、各学校っていってもオール豊岡で５０人ですよ

ね、だから、そういうのを振り分けていかんなんと

思うんだけども、今要望されているこの弘道小学校

のほうには、要望されてる数は絶対無理なんですか

っていうこと、そこをお聞きしたい。 

○委員長（上田 伴子） 教師をですか。（「指導員

の増」と呼ぶ者あり） 

○委員（上田 倫久） 指導員の増だ。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 今、学級、国の基

準で定数でいただいている先生の数、そして県で加

配をいただいている数、これだけでは今、弘道小学

校が２学級にしてほしいという要望に応えること

はちょっと難しいと思っています。今年１年限りで

はなくて、今後５年間、全部３５人学級になってく

るまではそういった対応をしていかないといけな

いと。そして、５年生だけじゃなくて、当然６年生

になれば５、６年の対応っていうことになりますの

で、少し継続的な視点で考えていかないといけない

中で、県や国の加配がちょっと見通せないという部

分では少し難しいかなというふうに考えておりま

す。 

○委員（上田 倫久） なら、ここの配置図とかなん

かも見せてもらっとるんだけども、結局は学校の中

でもらった人数だけで何かやっぱり工夫をしたり

して、例えば学級は１つだけども、教科になったら

２つに分けるとか、そういうふうな、４０人ばっか

りじゃなくて、そういう、２つグループとか、そう

いうふうなことで教科を分けたりして、指導を工夫
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することは可能やろうね。そのときには、だから学

校の中で教員というか、それを担当するのは、例え

ば国語だったら２人みたいな形になるかも分から

へんけども、時間数が増えるかも分からへんけども、

そういうふうなことは可能ですよね。ちょっとそう

いうとこにちょっと、どういうふうに工夫するかの

話なんだけど。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 最初にちょっとお

話しさせていただきましたけれども、今、県の加配

を配置をさせていただいて、学校での運用になるん

ですけれども、算数の時間については既に２つに分

けて授業をさせていただいてるといったような状

況です。 

○委員（上田 倫久） 結構です、以上です。 

○委員（青山 憲司） よろしいですか、もう一遍。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） この件に関しては、これ、豊

岡だけではないと思うんですけども、県のそういっ

た、こういった学年ごとに持ち上がりで３５人学級

を実現していくという中で、こういう学校、学年、

クラスは県下でも相当あると思うんですけども、そ

ういったところでの県の方針だとか対応だとか、あ

るいは国からの指導だとか、３５人学級の実現に向

けて、こういう過渡期にあってはこういうこともあ

り得るということでの方針なり、そういったものは

どういうものが出されてるんでしょうか。 

○こども教育課長（和田 晃典） 県のほうからは、

国の定数が４０人だったときから４年生までは３

５人学級ということで、県独自で加配をいただいて、

３５人学級をもう前もってさせていただきました。

これがちょっと５年生、６年生になると４０人にな

るんで、そこが今問題になってるんですけれども、

今年度、加配の在り方研究っていうことで、各地区、

１人ずつそういった研究の加配の方を配置してい

ただいて、いろんな加配の在り方について研究をし

ていただいてるというふうに聞いています。そのう

ちの１つに、１人加配をつけて、学級を２つに分け

てしている研究をしている地区もあるということ

で、そこの委員会にも、ここでいくと五荘小学校の

校長先生が委員として参加されて、今、協議をして、

またまとめが多分３月、４月には来るんじゃないか

なと思っています。それを含めて、また国のほうに

要望されていくんではないかと思っています。 

○委員（青山 憲司） はい、分かりました。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

 ほかにはないですか。 

○委員（青山 憲司） 委員長、もう質疑は打ち切り

ますか。 

○委員長（上田 伴子） はい、打ち切ります。 

○委員（青山 憲司） ちょっとお昼も来るんで、討

論についてはお昼からにしていただきたいと思い

ます。 

○委員長（上田 伴子） はい。 

 それでは、今、意見も煮詰まってきましたので、

この後討論に入りたいと思いますが、当局の皆さん

には説明等でご協力いただきありがとうございま

した。討論に入ります前に、ここで退席いただいて

結構です。ご苦労さまでした。 

 それでは皆さんでまた討論に入りますが、討論に

ついては午後からに、１時からにさせてもらいます。 

 では、休憩に入ります。再開は午後１時。 

午前１１時５７分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時００分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） それでは、皆さん、時間に

なりましたので、ただいまから休憩前に引き続き委

員会を再開します。 

 傍聴に岡本議員が入っておられます。岡本議員が

傍聴ということです。 

 それから、討論から始めます。 

 それでは、意見も煮詰まってきましたので、討論

に入りたいと思います。 

 討論におきまして、各委員が発言された内容は後

ほど議報や委員長報告を作成する際に引用するこ

とになりますので、よろしくお願いします。 

 では、討論はありませんか。 

 芹澤委員。（「討論の前に」と呼ぶ者あり）討論
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の前に、はい。（「まず、動議」「動議」と呼ぶ者

あり）これの動議ですか。（「動議」と呼ぶ者あり）

これの動議か。弘道小学校の。（「討論の前に」と

呼ぶ者あり） 

 どうぞ。 

○委員（芹澤 正志） 継続審査でお願いしたいと思

います。 

 理由は、午前中にもいろいろ質問と答弁であった

ように、やはり国、県の方針がまず第一に、それに

基づいての施策ですので、やはり私たち委員会もこ

ういう該当する学校を視察行ったり、いろいろ我々

も目で見たりいろいろ研究して、しっかりと議論を

した上で、今後にもすごい影響を及ぼすことですし、

それで決めていけばいいと思いますので、今結論を

出すことではないと思いますので、継審でお願いし

たいと思います。 

○委員長（上田 伴子） それでは、今の芹澤委員か

らの動議の件につきまして、賛成の方は挙手を願い

ます。（「賛成１人だね。１人以上の賛成があった

らええんだ」と呼ぶ者あり） 

 では、動議は成立しました。 

○委員（松井 正志） 委員長。 

○委員長（上田 伴子） 松井委員、どうぞ。 

○委員（松井 正志） 動議を提出します。 

 継続審査にしないで、この場で採決を行う動議を

提出します。 

○委員長（上田 伴子） 今、松井委員のほうから、

この場で採決をすると、表決をするという動議が出

ました。 

 では、賛成の方は手を挙げてください。（「賛成」

と呼ぶ者あり） 

 １人以上の賛成者がおられますので、動議は成立

しました。 

 それでは、この動議について……（発言する者あ

り） 

○委員（青山 憲司） 先に継審を動議を諮る。 

○委員長（上田 伴子） では、ここで、先に……。 

○委員（松井 正志） ちょっと待って。 

○委員長（上田 伴子） はい。 

○委員（松井 正志） 通常の場合は両方の動議がど

ちらも審議できるように、継続審査を先に諮るんで

すけども、今回の場合は既にもう任期末を迎えてい

ますんで、そうなると継続審査というのは、それを

審査しないことになってしまいますんで、審査の機

会が失われますんで、採決のほうを先にすべきだと

思います。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） 継審動議が出されてますので、

この継審動議がもし多数を占めれば、それはもう自

動的に審議未了という格好になりますので、それは

今の議員の期にかかわらず、それは継審を先に諮る

べきだというふうに私は理解しております。（「順

番からしたら継審からです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上田 伴子） 一応、審議未了で……。 

 ちょっと休憩します。 

午後１時０４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時１８分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） それでは、陳情第１号、健

康福祉センターと条例に関する陳情書を議題とい

たします。 

 継続審査分につき、陳情書朗読は省略いたします。 

 本件につきましては、皆さんご承知のとおり継続

審査となっております。 

 まず、当局から意見、説明等がありましたらお願

いします。 

 どうぞ。 

○健康福祉部長（原田 政彦） 議員説明会、それか

ら９月議会と、説明内容についてはあまりかわりば

えはしませんけれども、こういう機会をいただきま

したので、同じような繰り返しになるか分かりませ

んけれども、一言述べさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、健康福祉センターでございますが、健康福

祉センターで行われております福祉活動、これは、

市にとっては非常に大事な活動であるというふう

に考えております。引き続きこの活動が継続できる

ように、機能を維持していくということは非常に大
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切であるというふうに考えているところでござい

ます。 

 一方で、健康福祉センターは、皆さんご高承いた

だいておりますように、一定の役割を終えていて公

共的な役割が希薄になってきていることが上げら

れます。それから、２つ目として多額の経費がかか

るということ、それから３つ目として、健康福祉セ

ンター以外で独立して運営をされているような、そ

ういう同じような事業をされている団体がござい

ます。こういった団体との公平性に欠ける、こうい

ったことが今回課題として浮上してきているとい

うことでございます。 

 豊岡健康福祉センターに限りましては、こちらに

ついては、除却をする場合には単独で除却するより

も、新文化会館整備を契機として今の市民会館の除

却に併せてこのセンターを除却して、除却後につい

ては、新文化会館の関連施設用地として活用すれば

有利な起債が活用できるということから、市の財政

上最も有利になります。こういう観点から、現時点

では同センターについては、市民会館の除却に併せ

て除却するという方向性にしたものでございます。 

 市長総括説明でも市長が申し上げましたように、

今後さらに検討を重ねていって、最終的に方向性を

判断したいというふうに考えているところでござ

います。これは豊岡健康福祉センターです。 

 それから、豊岡と日高東部健康福祉センターを除

くその他の５つのセンターもございます。こちらに

ついても同じような話になってしまいますけれど

も、地域内の他の施設との複合化、それから、地域

デザイン懇談会において有効な活用策、こういった

ものについて議論を進めるということにしており

ます。 

 一定の方向性が出るまでは、指定管理期間の延長

を検討していきたいと、その間は現状のまま維持を

するということにしております。現時点では、地域

デザイン懇談会の議論を注視、見守っていくという

こと、今後デザイン懇談会で意見やアイデアが出て

くれば、それを踏まえてまた庁内の中で具体的に検

討を進めるというふうな、そういう方向性で現在考

えているところでございます。ちょっと同じような

話になってしまいまして恐縮ですけども、以上でご

ざいます。 

○委員長（上田 伴子） 今、社会福祉課のほうから

説明がありました。 

 質疑、意見等がありましたらお願いします。あり

ませんか。 

○委員（伊藤  仁） ちょっと１点、よろしいか。 

○委員長（上田 伴子） じゃあ、伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） ６月から今日まで、また該当

者といいましょうかね、皆さんとどれぐらいの話合

いをされてるのか、何か進展があったのかなかった

のか、その辺りをお聞かせ、何か変化があったのか

なかったのかをお願いします。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○社会福祉課長（宮田 裕史） 今、伊藤委員からご

質問いただきましたが、６月議会におきまして、こ

ちらの陳情のほうも継続審査と引き続きなったと

いうこともございます。その中で、利用を許可して

おります団体の皆さんにおかれましては、やはり残

してほしいという思いは引き続きあること、また、

私どもとしては移転に向けたお話をさせていただ

くというようなこともありましたので、十分な話合

いができてないというのが現実で、先日の議員説明

会の機会でもお話しさせていただきましたように、

市長のほうが８月上旬から直接お会いさせていた

だくという機会が唯一というのが実態ということ

で、そちらのほうでは市長のほうが直接それぞれの

入居団体の皆さんとお会いさせていただく中で、年

内、また年度内には方向性を出していきたいなとい

うような話合いをさせていただいたという状況で

ございます。以上です。 

○委員長（上田 伴子） 伊藤委員、もういいですか。 

○委員（伊藤  仁） はいはい、どうぞ。 

○委員長（上田 伴子） じゃあ、今、青山委員が。 

 青山委員、どうぞ。 

○委員（青山 憲司） ６月議会で市長は、個人的な

思いではあるけれども豊岡市の健康福祉センター

は残したいと、後でそれは取り消されたんですけど
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も、それは市長の思いとして、選挙戦も通じてそう

いった市長の思いがある中で、残す方向での検討な

り、あるいは入居団体と今も協議は続いてるという

ふうに理解するんですけども、そういった市長の思

いっていうのは変化があったように見受けるんで

すけども、例えばそれは、新文化会館に絡めて豊岡

健康福祉センター単独で議論するということで、別

の事柄だというふうに総括説明でも言われたんだ

けども、市長の思いとしては若干心境の変化があっ

たというふうに受け止めていいのか、その辺りはど

うですか、今の団体との協議をされる中でどういう

ふうに見ておられますか。 

○委員長（上田 伴子） 原田部長。 

○健康福祉部長（原田 政彦） 市長の思いがどのよ

うに揺れ動いてるかっていうのが、正直我々分から

ないです。ただ、やはりいろんな場面で、はっきり

は言われませんけども、まあまあ揺れ動いてるので

はないかなと思う場面はあります。というのが、

我々もそうなんですけれども、やはり使用団体と懇

談会をするときに、向こうは本当に切実な思いで、

何とかしてほしいというふうにおっしゃいます。や

っぱりそういう思いを聞くと、我々でも何とか受け

止めてあげたい部分はありますので、そう考えると

市長もそうなのかなというふうに思ったりもしま

す。 

 ただ、本当にあそこを残すのか残さないのかとい

ったときには、もっとロジカルに検討しないといけ

ない、感情的にならずにというとこがありますので、

その部分でどのような判断を今後市長がされるの

かどうかいうところはこれからなんだろうなとい

うふうに思っております。以上です。 

○委員（青山 憲司） もう１点。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） 先ほどの部長の説明では、今

の健康福祉センターとしての機能は継続していく

というか、維持していくということが必要だという

ふうに認識は伺ったんですが、経費も含めて、ほか

の団体との公平性を含めて考えると、豊岡健康福祉

センターをいずれ除却するのは必然だというふう

に私の質問でも答えられたんですけど、市長は、そ

のときに、どういう方針でこの案件について取り組

んで、今、いこうと考えておられるのか、今の進め

方、方針をちょっとお聞かせいただきたいんですね。

今の健康福祉センターとしての機能は、もう公共的

役割は終えてるというふうなことから、一方で機能

は必要だというふうに言っておられる、この辺りの

整合性がちょっと十分理解できないんだけど、あの

機能を、じゃあ今後どういうふうに維持していくの

か、今の前提ではあの健康福祉センターを取り壊す

という方針であるんですけども、じゃあ、その後こ

の機能をどういうふうに維持していこうと今され

てるのか、その辺り具体的な方針があったらちょっ

と聞かせてもらえますか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康福祉部長（原田 政彦） 実は具体的な方針っ

ていうのは今のところ模索中なんです。といいます

のは、昨年度こういう方向性を出した時点で、まず、

やっぱり移転先がないことには使用団体の方は非

常に不安が募ってくるというところは我々も認識

しておりましたので、一日も早く移転先を見つけな

いといけないというような中で、奈佐小学校という

ようなところを１つ提案をさせていただきました。

我々も市街地からちょっと離れているのであまり

そぐわないのかなと思いながらも、まずは提案する

ことが必要だということで提案させてもらいまし

たが、やはり皆さん異口同音に言われるのが、やっ

ぱり遠過ぎるというところで、利用者が通いにくい。

そんなことがあって、やはり市街地じゃないと駄目

だということが分かりましたので、今は市街地を中

心に調査をこれから、これからなんですけど、しな

ければならないなと。今までも調査はしてきまして、

何か所かピックアップはしておりますけれども、ま

だちょっと先方にも何も了解も得ておりませんし、

ただ、そこの建物が本当に今後使えるのかどうかも、

その辺の判断もできておりませんので、今ちょっと

言えませんけれども、できる限り今までもちょっと

調査はそれなりにしてきましたし、今後もちょっと

力を入れていかないといけないなと。本当に移転先
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が提示できないとやはり不安は解消できませんし、

移転先が候補ができて初めて交渉に乗ってもらえ

るのかなっていうふうに思う部分もありますので、

そこを今後ちょっともう少ししっかりと詰めてい

きたいなと思ってます。以上です。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

○委員（青山 憲司） はい、分かりました。 

○委員（上田 倫久） いいですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（上田 倫久） ３点ほどお願いします。 

１つは、市長が４月に替わったんですけども、３月

の段階では中貝宗治市長だった。６月の議会のとき

には関貫市長になった。今度、今現在も、この９月

の議会も関貫市長になってきとるんだけども、ここ

の市長の総括説明か、今言われられとったところで、

一番最後のところなんですけど、現時点での市の方

向性としては、設置管理条例を廃止し、豊岡福祉セ

ンターについては有効な起債が活用できるよう、現

市民会館と併せて除却することが望ましいとなって

おりますっていうふうなことを、これ、はっきりと

言われとるんで、６月のときには福祉会館を残すと

か残さないとかいう、そういう言葉がいろいろ出て

きたりしとったんだけども、ここの６月の段階では

このまま市民会館併せて除却をすることが望ましい

となっていますっていうことを結論づけとんなるん

で、それはそれでいいんかどうかいうことと、あと、

今後って書いてあるから今後のことについては、こ

の前の質問なんかでも言っとったのは、今後いうの

はいつまでに結論出すんやと、そういうことを市長

に詰めとったんですけども、その日にちね、いつそ

の結論を出すのか、どういうふうなことを結論づけ

るかということ。それが１つ。 

 あと、私もこのことについては３月の段階で、残

す方向で一応言ってきたわけなんですけども、その

ときに言ったのは、２か月間、入ってる方々に納得

がいくことができること、そして、その機能がどっ

か移転、その場所がなくなったとしても、移転、例

えば新文化会館の中に入るとか、そういうのをでき

るかどうかっていうことをもって福祉会館のほう

のこの陳情のほうにも賛成した記憶があるんです。

それで、今も８月の末、１０日頃までかな、この豊

岡福祉センター目的外使用団体と市長との懇談会

をされてきとると。それでこれ見とったら、データ

見とったら、８団体の中ではっきりと移転を考えて

いないっていうのが２つかな、このデータで見せて

もらったら。あとははっきり移転をしないとは言わ

れてないんだけども、移転する場合にはこういうこ

とが必要だ、こういうことが必要だ、こういうこと

が必要だと言われとるので、この団体の方々に対し

てほんまにそういうことができれば可能なのかと

いうことです。ここをお聞きしたい。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康福祉部長（原田 政彦） まず１点目です。市

長総括説明の中で、現市民会館と併せて除却するこ

とが望ましいとなっておりますが、これは、市長の

ほうが一定の理解として除却するのが望ましいん

だというふうに市長自身が理解をされたと、理解を

されたというか、ここの表現は除却することが望ま

しいとなっておりますがですので、豊岡市の方向性

として昨年度から同時に除却するのが望ましいと

いう方向性を出しましたので、それに対して確認を

していただいたということかなって思ってるんで

す。市長としても確認をしたと。それは確認したん

だけども、今後はさらに検討を進めていって最終的

に判断するということで、取りあえず年内ですかね、

年内とか年度内とかっていう言い方されてますけ

れども、ただ、早い時期にというような、そういう

ふうな団体からの要請もありますので、年内には方

向性を出したいというところだというふうに考え

ております。 

 それから、使用団体のほうに納得してもらえるよ

うな移転ができるのかどうかというところだと思

います。先ほど言われました新文化会館の整備に併

せて、新文化会館を整備してその中に入れないかど

うかっていうような、そんなこともあったと思いま

すし、この９月議会でも市長のほうから、その辺も

検討をしてるけれども何かなかなか難しいという

ような、そういう答弁もあったと思います。ちょっ
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と先ほど青山委員への答弁と重複してしまいます

けれども、やっぱり我々としては移転先がないから

こそすごく使用団体の方は不安に思っていらっし

ゃるというところがあります。この間の市長との懇

談会においても、これは我々のほうから、じゃあ仮

に移転する場合はどうですかという前提の中でお

話をさせていただいております。だから、皆さんの

思いとしては恐らくそのまま残りたいんだろうな

という思いが強いんだろうと思ってますけれども、

ただ、仮に移転する場合には何団体かの方は、その

場合には移転もやむを得ないようなそういう表現

はされてはいらっしゃいます。だから、とにもかく

にも移転先をしっかりと我々が選択をして、それを

提示するっていうことがまず必要なのかなという

ふうに、今の段階では思っております。以上です。 

○委員（上田 倫久） なら、もう１つ。それが、今、

移転先がやっぱりなければ今のままっていうこと

になる。今、この２０２７年頃までっていうような

ことになっとるから、そこまでは続くということで

しょう。だから、それまでは今のところにおっても、

見つからなければおってもええということになる

んですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康福祉部長（原田 政彦） 今のところは現市民

会館の除却に併せて除却するというのは、１つのめ

どとして２０２７年度頃というふうに申し上げま

した。それは新文化会館の整備が順調にこれからい

ったとしたら、今の現市民会館の取壊しが２０２７

年頃になるだろうという想定の中で、２０２７年頃

に併せて除却するのが望ましいというふうにしま

したけども、ただ、それが２０２７年度に除却する

のかどうかいうのも、そこもまだはっきりとしたも

のではありませんし、センターにしても現市民会館

と併せて除却するのが望ましいであって、まだそこ

も決定したものでは実はないんです。その辺はまだ

これから市の内部でちゃんと政策決定しないとい

けないということで、あくまでもめどとして２０２

７年頃ということを言っております。ですので、最

長でそこまでは行政財産として残すことは可能だ

と、議員の皆様からご理解をいただければの話です

けれども、最長でそこまでは引っ張っていけるとい

うことでございます。以上です。 

○委員（上田 倫久） 分かりました。以上です。 

○委員長（上田 伴子） すみません、さっき上田倫

久副委員長のほうからありました、使用団体との懇

談のことで私も今議会のときに、９月議会のときに

資料要求した中では、このときは、もし移転するの

であればっていうこの問いかけに対しての声だっ

たので、思いとしては９団体とも移転はせずに継続

的に使用したいという希望でみんな、資料の中では

出てました。以上、付け加えておきます。 

○委員（上田 倫久） ありがとう。 

○委員長（上田 伴子） ほかにはありませんか。 

 それでは、意見も煮詰まってきたと思いますので、

この後、討論に入りたいと思います。 

 当局の皆さんには説明等でご協力いただき、あり

がとうございました。討論に入ります前に、ここで

退席していただいて結構です。お疲れさまでした。 

 それでは、ここで休憩をとります。 

午後１時３８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時４４分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） それでは、委員会を再開し

ます。 

 まず、さきの陳情第３号について、継続動議と、

それから採決の動議と２つ出されております。委員

長としては、採決の動議を諮りたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○委員（青山 憲司） 異議あり。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） 通常の慣例に倣って、継続審

査から諮るべきだということを申し上げたいと思

います。 

○委員長（上田 伴子） それでは、これについて委

員の賛成、反対を採ります。 

 それでは、青山委員の今の意見に賛成の方は挙手

を願います。 

〔賛成者挙手〕 
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○委員長（上田 伴子） それでは、賛成多数で青山

委員の今の意見を取り入れまして、青山委員のほう

から出されておりました動議のほうから先に……、

青山委員じゃないや。 

○委員（青山 憲司） 私じゃない、芹澤委員。 

○委員長（上田 伴子） 動議については芹澤委員だ。 

 ただいま芹澤委員から、陳情第３号については閉

会中の継続審査とされたいとの動議が提出されま

した。 

 直ちに本動議を議題といたします。 

 お諮りいたします。本動議のとおり決定すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（上田 伴子） 賛成多数ですので、陳情第

３号は、閉会中の継続審査とされたいとの動議は可

決されました。 

 ただいま、継続審査動議が可決されましたので、

お諮りいたします。 

 陳情第３号を、議長に対して閉会中の継続審査事

項として申し出たいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 異議を申し上げます。 

 今回、陳情を出されたわけですけれども、確かに

国においては３５人学級を進めるための段階的な

措置が決まっており、豊岡市についてもそのような

方向になろうかと思います。しかしながら、今回の

陳情はコロナとの関係で、密を避けるという観点が

大変大きいのではないかと思っています。さらに、

今回の陳情書の内容を見ても、３５人学級を必ずし

てほしいという趣旨はありますけれども、さらにそ

の上で、もしできない場合については……（「加配

もできないって言ってた」と呼ぶ者あり）実現が難

しい場合は、増員等を希望してるような要請ですの

で、私はこの要請を受けて継続審査ではない措置を

要請して、反対の討論とさせていただきます。異議

の討論とさせていただきます。 

○委員（青山 憲司） 採決じゃないんだから。採決

じゃない。 

○委員（松井 正志） 採決採ったんだよね。異議が

あったんだから。異議がありましたので、継続審査

の申出について採決しますって。 

○委員長（上田 伴子） それでは、今、松井委員の

ほうより異議がありましたので、この陳情第３号を

議長のほうに申し出ることに対して採決を採りた

いと思います。 

 賛成の方は挙手をお願いします。（「異議を申し

出るんでしょう」「どっち、どっち」「賛成の議員

の」と呼ぶ者あり） 

 松井委員の異議を申し出ることについて賛成の

方は挙手をお願いします。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（上田 伴子） 賛成少数により、異議の申

し出は却下されました。したがって、陳情第３号は、

議長に対して閉会中の継続審査事項として申し出

ることに決定いたしました。 

 それでは、次に、先ほどの陳情第１号のほうに…

…。討論まで終わったんけえな。（「いや、まだ」

と呼ぶ者あり） 

 休憩します。 

午後１時５０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時５１分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） 休憩を解きます。 

 それでは、討論におきましては、各委員が発言さ

れた内容は、後ほど議報や委員長報告を作成する際

に引用することになりますので、よろしくお願いし

ます。 

 討論はありませんか。 

○委員（青山 憲司） 委員長。 

○委員長（上田 伴子） はい。 

○委員（青山 憲司） 討論入る前に動議。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） 陳情第１号、健康福祉センタ

ーと条例に関する陳情書について、趣旨採択の付加

を、採択、不採択に加えて趣旨採択を付け加えてい

ただきますようにお願いをします。 
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 休憩をとっていただけますか。 

○委員長（上田 伴子） 休憩をとります。 

午後１時５２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時０９分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） それでは、委員会を再開し

ます。 

 趣旨採択の動議については、ちょっと今、私が意

味が分からなかったので、趣旨採択…… 

休憩を解きましたので、この青山委員から出され

ました趣旨採択の動議について、賛成の委員は手を

挙げてください。（「賛成」「１人以上あればいい」

と呼ぶ者あり） 

 動議は採択されました。 

○委員（松井 正志） 動議提出します。 

○委員長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 趣旨採択という魅力的な方法

ではありますけれども、それをすることによって、

この委員会のみならず今後の様々な議会運営に影

響を及ぼすこと大変大きいと懸念されますので、そ

のこと自体には反対をし、それよりも、この場で採

択、不採択の表決をする動議を提出します。（「賛

成」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上田 伴子） 賛成。 

 じゃあ、この動議も採択されました。 

 では、２つの動議が……。 

○委員（松井 正志） ２つの動議でっていうのは、

さっきと同じやり方だね。 

○委員長（上田 伴子） はい。 

○委員（松井 正志） 事務局、ええか。このまま進

めちゃって。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

○事務局主幹（小崎 新子） どの趣旨に賛同したの

かということが、皆さんの認識が共有されるよう言

葉でまとめていただきたいです。聞く人によって趣

旨が変わってしまうと、陳情者の方にも分かりにく

くなってしまったり、当局側の今後の対応にも関わ

ってくる可能性もありますので、賛同できる趣旨は

これというのをはっきりしていただきたいと思い

ます。 

○委員長（上田 伴子） じゃあ……。 

○委員（青山 憲司） よろしいですか。 

○委員長（上田 伴子） はい、今の事務局からの質

問に対して、青山委員、どうぞ。 

○委員（青山 憲司） １点だけです。豊岡健康福祉

センターの廃止をせず、福祉の拠点として充実して

ほしいという、その趣旨は理解しますが、今までの

議論の中で団体間の連携が取れたりということで、

福祉の拠点としてほしいということについては理

解もしますし、その趣旨については賛同をするので

すが、実現性が低いということで趣旨を採択する。

だから、その拠点として、例えば移転してそこに拠

点を移すということ等については、その趣旨につい

ては採択してもいいと私は思っておる、そういう認

識で臨んでおります。 

○委員長（上田 伴子） ちょっと今、休憩を取りま

す。（発言する者あり）休憩をします。 

午後２時１２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時１６分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） それでは、再開します。 

 今、動議が２つ出ております。先に、では趣旨採

択についての動議について、この動議……。どっち

からしよう。趣旨採択の動議について、賛成の方は

挙手を願います。（「動議に」と呼ぶ者あり）動議、

動議です。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（上田 伴子） 賛成多数で、ただいま動議

が可決されました。 

 趣旨採択についてを議題といたします。 

 この趣旨採択について、意見のある方はどうぞ。 

○委員（松井 正志） 趣旨採択には反対をします。 

○委員長（上田 伴子） はい。 

○委員（松井 正志） 異議がありますので、趣旨採

択するかどうかについて、皆さんの賛否を問います。 

○委員（伊藤 仁） 賛同者はおります。 

○委員（松井 正志） 今の動議じゃない。 

○委員（伊藤 仁） ああ、動議じゃないか。 
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○委員長（上田 伴子） 趣旨採択について、今、反

対の意見が出ました。 

 では、挙手によって趣旨採択賛成、反対の採決を

採りたいと思います。 

 趣旨採択に賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（上田 伴子） 趣旨採択に賛成の方の意見

が多数でしたので、趣旨採択として決定をいたしま

した。 

○委員（松井 正志） 趣旨採択の今度は内容につい

て、さっき説明されたんで、それを、この内容って

いうかな、どういう内容の趣旨採択にするかってい

うのを議論してもらう。 

○委員長（上田 伴子） そうですね。 

 それでは、続いて、青山委員のほうから出ました

趣旨採択の内容について、説明をお願いします。 

○委員（青山 憲司） 陳情第１号、健康福祉センタ

ーと条例に関する陳情書の中で、陳情事項の豊岡健

康福祉センター、通称福祉会館を廃止せず、福祉の

拠点として充実する内容の中で、福祉の拠点として

充実する内容について、その趣旨を酌み取って、そ

の陳情者の思いを拾い上げたい。その上で、それを

趣旨として、ただ実現性については確証が持てない

んで、趣旨採択として提案をしたところです。 

○委員長（上田 伴子） それでは、今の趣旨につい

てのことについては、確定を……。 

○委員（松井 正志） いや、今の説明の中で、最後

のとこが気になるんですけれども、実現性に責任が

持てないので趣旨採択するって言われちゃったら、

何か無責任のような気がするんで、そこはちょっと。 

○委員（青山 憲司） いや、無責任じゃない。だか

ら……。 

○委員（松井 正志） それは市に要請するんですか。 

○委員（伊藤 仁） 実現するかせえへんかは市長が

決めるんであって、何かそんな言い切ってもええん

か。 

○委員（松井 正志） だから、市に委ねるというん

かね。そういうふうにまとめたほうがええ気がしま

すけれども。責任が持てないってこと、こっちが認

めちゃうんじゃなくて。 

○委員（青山 憲司） 趣旨採択の内容っていうのは、

さっきも言いましたけど、趣旨採択っていうのは趣

旨、目的には賛成できるが、目的っていうのはさっ

き言いましたね。機能を移転してでも福祉の拠点を

つくるっていうことに関しての陳情ですので、これ

は、２つ目が。その趣旨については賛同できますけ

れども、実現性の面で確信が持てない。これを、こ

の今の全体のこの陳情を見ると、センターを廃止せ

ず、あるいは条例を廃止せず、充実するってなって

るんですよね。そこまでの、条例の廃止だとか健康

福祉センターの廃止について、それを議会として採

択するっていうのは、今までの当局の説明も含めて、

在り方の、含めて、実現性が持てないと、確信が持

てないということで……。 

○委員（松井 正志） その陳情事項については問題

があるっちゅうわけじゃないけど、要するに採択す

るだけの理由がないと、採択するだけっていうか。 

○委員（青山 憲司） だから趣旨採択。 

○委員（松井 正志） うん、だから、そういうふう

な言い方して、実現性、こちらが保証できないって

いうような形にしちゃうと、無責任なようにあるの

で、そこをもうちょっと表現を変えてもらったほう

がええやな気がします。 

○委員（青山 憲司） これ、ほかの議会での資料を

参考にさせてもらったんですけど、この趣旨採択っ

ていうことについてなかなか取扱いが難しいっち

ゅう、今までの議会からも、何回かこれも出てきた

んで分かるんですけど、願意について十分理解でき

るんですけども、やっぱり今までの説明を聞く中で、

やっぱり実現性に確信が持てないということです

よね。公共施設の再編問題だとかいろいろ議論する

中で、財政的なことも含めて、この施設を廃止しな

いでほしいというその気持ちは分からんでもない

んですけども、やっぱり実現性の面で議会として、

委員会として、委員として確信が持てないというと

きに、こういう陳情の決定方法があるということで

すので、そのことは分かってもらえると思うんです

ね。無責任だということではなくって、むしろ採択
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あるいは不採択にするっていうことについては、や

っぱりちょっと、この願意者の思いを、あるいは福

祉切捨てというふうなことも含めて考えると、そん

なこともできない。 

○委員（松井 正志） でも、私は不採択ではなくて

採択をして、ただし、この部分については実現不可

能の可能性が高いとか、そこだけ何かやんわりと否

定するような表現にしたらどうかなと思ったんで。 

○委員（青山 憲司） 趣旨採択はそういうことです

んで。 

○委員 （伊藤 仁） 趣旨採択がとおっちゃっとるん

で。 

○委員（芦田 竹彦） 松井委員がいわれたの趣旨採

択のような気がします。  

○委員長（上田 伴子） とにかく、委員会としては、

私としては陳情者の思いをやっぱりねえ、応えてあ

げたいという委員会の、やっぱりそれはあると思う

んでね。 

○委員（青山 憲司） ですから、趣旨採択としてこ

ういう意見をつけたらどうですかって言ってるん

です。 

○委員長（上田 伴子） まあ、あの、趣旨採択にさ

れたんですから、それでは……。 

○委員（青山 憲司） 委員会として意見をつけてく

ださい。 

○委員長（上田 伴子） じゃあ、陳情者にやっぱり

寄り添った意見をつけていくべきだと思うんで。そ

のことについては皆さん、いいですね。（「異議あ

りません」と呼ぶ者あり） 

○委員（伊藤 仁） どんな陳情を見ても、この分に

は反対できますかって言われたら。絶対賛成せんな

らん。 

○委員長（上田 伴子） 何かでも、外に向けては反

対ってことになっちゃうんで、そこがちょっとつら

いとこだなと思いますけども。 

 それでは、意見も、もういいですか。 

○委員（伊藤 仁） まとまったんでしょう。 

○委員長（上田 伴子） それでは、今、青山委員の

ほうから趣旨採択の趣旨の内容についても一応意

見もありました、皆さん了解いただけますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 以上で文教民生委員会に付

託されました議案等の審査は終了します。 

 それでは、議事順序を変更し、４の報告事項に入

ります。 

 それでは休憩、３５分に開始します。 

午後２時２８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時３５分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） ご苦労さまです。それでは、

おそろいですね。 

 それでは、まず教育委員会こども育成課から報告

事項、お聞き取りください。 

 １番、「豊岡市における幼児教育・保育及び放課

後児童のあり方計画」地区説明会の開催状況につい

てをお願いいたします。 

 どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） 本日はお時間を

取っていただきまして、ありがとうございます。私

のほうから、先ほど委員長からございました地区説

明会の開催状況等につきましてご報告させていた

だきます。資料のほうはＡ４、１ページ、２ページ

の２枚物となっております。１ページのほうからで

すけども、まずは地区説明会等の開催状況について

お知らせいたします。 

 （１）ですけども、全地域において説明をさせて

いただいております。本年７月１日から１２日にか

けまして、市内６会場、これは旧１市５町になりま

すが、で開催いたしました「小中学校における適正

規模・適正配置のあり方について」の答申説明会の

会場におきまして、１０分程度という短時間でござ

いますが、本計画について説明をさせていただきま

した。説明の内容は、計画の概要と、それから、地

区説明会の開催方法等について説明をさせていた

だきました。 

 まず、（ア）にありますように再編・統合を計画

の前期に予定する地区の説明会の日程、（イ）です

けども、計画を後期に予定している地区の説明会は
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改めて後年度に行わせていただきたいということ、

それから、（ウ）ですけども、これらにかかわらず

要望がありましたら地区説明会を開催しますので、

こども育成課のほうに相談いただきたい旨、説明を

させていただきました。 

 次に、（２）ですけれども、再編・統合計画前期

に予定しております地区の説明会です。７月１０日

から７月２１日にかけまして、６会場でさせていた

だきました。内容はご覧のとおりでございます。参

加者につきましては、合計で１２３名の方に参加い

ただきました。 

 （３）その他ですけども、地区説明会以外にもこ

の２か所につきまして、ご覧のとおりの説明会を開

催させていただいております。 

 次に、２ページですけれども、（４）で主な意見

等、概要を紹介させていただいております。園児数

が減ってきていますので、再編・統合はやむを得な

いという意見ですとか、再編・統合すると通園距離

が遠くなりますので、通園対策や安全対策を検討し

てほしいということ、それから、再編・統合の前年

度の幼稚園４歳児が５歳児に進級するときは転園

が必要になるので、スムーズな転園ができるような

対策をお願いしたいということ。それから、素朴な

疑問としまして、再編・統合までに幼稚園の申込数

が極端に少なくなった場合でも開園し続けるのか

というご質問もいただいております。 

 （５）ですけども、これらの質疑応答を受けまし

て、全体的には園児数の状況から再編・統合はやむ

を得ないという意見をいただいたというふうに考

えております。説明会でいただきました意見は再

編・統合を前提とした内容でありまして、本計画に

直接反対するというご意見はありませんでしたの

で、関係地区の皆様からはおおむね理解が得られる

と考え、計画に基づいて推進させていただきたいこ

とを会場で説明をさせていただきました。 

 今後は、説明会でいただいた検討課題を整理をし

ながら、計画の前期の事業を着実に推進していきた

いと考えております。 

 それから、説明会とは異なりますが、但東地域に

おきまして計画変更をさせていただきましたので、

併せて報告させていただきます。 

 但東地域の３つの認定こども園につきましては、

下の表にありますように、２０２７年４月、後期に、

今、統合するという計画とさせていただいておりま

すが、高橋地区区長会長様等から、２０２３年４月

に高橋認定こども園と合橋認定こども園を統合す

ることについての要望書が提出されましたので、計

画を変更し、まず、２園の統合を進めたいと思って

おります。詳細は、下の図のようでございます。 

 説明のほうは以上で終わらせていただきます。 

○委員長（上田 伴子） 報告は終わりました。 

 これらの報告に対して、委員の皆さんで特に質問

等があればお願いします。 

○委員（上田 倫久） 一ついいですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（上田 倫久） 今、但東地域の計画変更いう

ことで、これ、資母認定こども園と、合橋と高橋は、

これはまだ、２７年の４月ということで、前倒しに

なるいうことはないんですね。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） 現在のところ、

高橋のほうから、まず、２園統合の要望が早急に、

２０２３年４月に２園をまず統合してほしいとい

う要望が出てきておりますので、まず、そちらのほ

うを取り組んでいきたいなと思っております。 

 ３園の統合のスケジュールにつきましては、計画

では２０２７年４月としておりますので、これに向

けて、今後、また資母地区のほうにも協議をしなが

ら進めていきたいなと考えておりますので、現時点

で早めるというようなことについて、具体的に検討

してるという状況ではございません。以上です。 

○委員（上田 倫久） 分かりました。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（上田 倫久） どうしても気になって、但東

町をずっと回って今年はおったんですけども、かな

り谷が２つも３つもあって、１つのところに集めよ

うと思ったら、かなりの何か対策取らないと、車に

乗ってる時間とかもあるだろうし、何かそういう対



 36

策、資母の資母小学校に、幼稚園のとこに行ったと

きには、ちょっと何か心配そうな、やっぱり校区が

エリアがごっついから、それが統合されていって、

どないなるんでしょうねっていって、２年前だった

んだけど、言われとったこともあったりして、今は

どういうふうな対策を考えておられるかいうこと

を、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） ご指摘のとおり、

但東地域、まず、今回の計画につきましては、通園

につきましては、子供の通園の安全確保を第一に、

保護者送迎を原則としたいということで話はさせ

ていただいておりますが、今議員ご指摘のとおり、

但東地域につきましては、距離が遠いですとか、そ

れぞれの地区、谷に入っていて、それぞれの地区か

ら出てこられるのにも時間かかるという課題がご

ざいます。 

 それぞれの地区のほうの保護者の意見としまし

ても、その辺り何か対策ができないのかということ

のご意見をたくさんいただいておりますので、どう

いうところが現実的にできるのかというところを、

今は検討をしながら進めておりますが、財政面のこ

ともそうですし、それから、人の確保のこともござ

いますし。それから、今言われましたけど、谷が長

いですので、一番長く乗っている子が、例えば通園

バス系統を走らすと、４０分とか４５分とかずっと

乗っていくということが、果たしていいのかどうか

とかいうような課題もありまして、まず、こちらの

ほうで、この程度ならできるかも分からないという

ところを、地区の皆さんと話合いをしながら、折り

合いをつけるという言い方はいいんですけど、子供

の安全安心を第一に考えながら、保護者の方にも理

解を求めて検討していきたいなと思っておりまし

て、現時点で、こういうふうに進めていきたいとい

うところまでは、地区の皆さんと話しながら進めて

いきたいなというふうに考えているとこでござい

ます。以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（上田 倫久） 自分の体験ちゅうか、私、豊

岡聾学校というところにおりまして、幼稚部もあっ

たんですよね。この但馬エリアだけじゃなくて、丹

波のほうからのエリアからも来とったりもしとっ

たんだけども、ここ、但東町見たら、ごっつい広い

エリアなんで、豊岡聾学校は寄宿舎いうのを持って

たよね。そこまで考えんでもいいかも分からないけ

ども、そういう何かのときには泊まれるところとか、

そういうところまで考えなんかなと思ったりする

んだけど、そんなことはないですか。但馬は。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） 就学前の子供に

なりますので、今、ご指摘の寄宿舎といいますか、

何かのときに泊まるというようなところまでは検

討はしていないところでありますけども。言われる

とおり、本当に昔は、それぞれのやっぱり３つの地

域に学校園があったというのは、そういう距離感だ

と思いますので、他地区とは同じような考え方じゃ

なく、但東地域の特有の課題ということで、地区の

皆さんと話し合いながら、どこかでできる限りの対

策を取っていきたいなというふうに考えておりま

す。以上です。 

○委員（上田 倫久） ありがとうございました。以

上です。 

○委員長（上田 伴子） ほかはありませんか。 

○委員（芦田 竹彦） １点だけちょっと。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（芦田 竹彦） 要望的なものになるかも分か

りませんけども、通学通園の安全対策ですね、毎年

これはされてるとは思います。統合されますので、

距離的な面もあるかも分かりませんし、ぜひ子供た

ちの目線に立った安全対策を進めていただきたい

ということと、先日も専決処分でやったように、直

線道路で、あんなとこでも車がぶつかって、ポール

がどうのこうのということがありましたので、ぜひ

安全対策をしっかりしていただきたいということ、

これはもう要望しておきたいと思います。以上です。 

○委員長（上田 伴子） ほかはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、こども育成課の

皆さんにつきましては、ここで退席していただいて



 37

結構です。お疲れさまでした。 

 次に、教育委員会教育総務課から、２件報告事項

がありますので、お聞き取りください。 

 まず、豊岡市学校給食調理等業務における契約候

補者の選定結果についてお願いいたします。 

 どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） 失礼します。本業

務の契約候補者について選定結果が出ましたので、

ご報告申し上げます。資料のほうは、Ａ４、１枚物

をお配りしております。 

 本業務につきましては、プロポーザル方式による

公募ということで進めまいりました。提出された書

類の審査、また、提案者によるプレゼンテーション

及びヒアリング審査を実施いたしまして、審査の結

果、ハーベストネクスト株式会社を契約候補者とし

て選定されました。なお、会社名につきまして、資

料では９月２４日に公開という予定にいたしてお

りますため、掲載はしておりませんことをご了承く

ださい。 

 次に、２番として、経過につきまして、主なもの

を表にしております。６月２５日に第１回の本業務

の候補者選定委員会を開いて、要求水準書の確認や

募集要項の確認を行っております。その第１回の選

定委員会において、６月の議会で委員会から要望い

ただきました分割発注も含めて、地元業者が受注で

きるような方法の検討についても検討を行いまし

た。 

 その中では、行財政改革の効果ということを考え

ると、３センターを分割せずに一括発注で進めさせ

ていただきたいこと、ただ、もう１点、地元業者の

参入がしやすいようにということで、参加資格につ

いて、応募の資格につきまして、現在までに学校給

食業務の受託を行ったことがあるということを外

しまして、同様の食品の業界なりの参入のほうを参

加をしやすくするように、検討結果として、そうい

う結果となりました。 

 そして、７月１日から公募を開始いたしまして、

表に上げておりますように、５社の応募、最終的に

は４社につきまして、８月、９月に書類審査、ある

いはプレゼンテーション、ヒアリングを行いまして、

決定に至っております。 

 最後に、スケジュールを上げておりますが、今後

のスケジュールとしましては、１０月に契約を行い

まして、来年の４月の民間委託、調理開始に向けて、

契約業者のほうの募集、調整、あるいは引継ぎを行

って、安全安心な学校給食を引き継いでまいる予定

にしております。 

 報告は以上です。 

○委員長（上田 伴子） それでは、報告は終わりま

した。 

 今の報告に対しまして、委員の皆さんで、特に質

問等があればお願いいたします。 

○委員（青山 憲司） ちょっと１点、よろしいです

か。 

○委員長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 今の選定されたハーベストネ

クストさんは、例えば県内の自治体の給食センター

で、実績があればちょっと教えていただきたいと思

います。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） ハーベストネクス

トさんにおかれましては、兵庫県下では実績はあり

ません。ただ、近隣では、宮津市で学校給食の業務

を受託されています。以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） この会社はどこにあるんでし

ょうか、所在地は。その企業の事業内容だとか、そ

ういったところが分かれば、少し詳しく教えてもら

えませんか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） この会社につきま

しては、本社の所在地は神奈川県横浜市となってお

ります。なお、関西支店としまして、大阪市に支店

を設けております。 

 業務のほうにつきましては、公立小・中学校の給

食調理業務、あるいは民設民営方式の給食センター

の企画、整備、運営、また、病院、有料老人ホーム、

社会福祉施設等の給食提供などを行っておられま
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す。以上です。 

○委員（青山 憲司） それともう１点。この前、意

見も委員会として出たのかな、給食センターで働い

ておられる方の処遇っていうんか、継続雇用みたい

なことについての承諾は得られているんでしょう

か。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） 選定におきまして

は、企画提案の中で、現在、勤めております職員の

採用についても、もちろん水準書の中でも考慮いた

だくように要望してる中で、この会社からも、継続

雇用につきまして、正社員の枠も取りながら受け入

れていくというふうな提案がありましたので、かな

りそういった要素を照らし合わせた結果、この会社

に決めております。以上です。 

○委員（青山 憲司） できれば継続雇用で、そうい

ったことで、地元の人を雇い入れてあげるような方

策で、また教育委員会のほうからぜひ進言していた

だきたいと思います。 

○委員長（上田 伴子） 私のほうから、今の職員さ

んの採用について、前に説明があった中では、今ま

で給食センターで調理されてた職員さんで、ほかの

部署に行くのはちょっと抵抗があるので、そういう

仕事を継続したいという希望の方がおられると答

弁があったと思うんですけど、何人ぐらいがそうい

う希望を持ってらっしゃるのか、分かりましたらお

願いします。 

 どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） まず、市の正規職

員につきましては、現在、人事課のほうで今後の希

望についてアンケート調査等を行って、今後の人事

異動に向けて調整をしているところです。 

 会計年度任用職員でお勤めいただいてます職員

さんにつきましては、今回、契約が成立した後に、

早いうちに、じゃあ、４月からの条件はこうなんだ

という条件の提示を会社のほうからしていただい

て、それを考慮した上で、続けて働いていただける

かどうかっていうことを、個人個人の判断をいただ

く予定にしております。以上です。 

○委員長（上田 伴子） それは何人ぐらいとか、分

かりますか、大体。分からない、それは。分かりま

した。また分かりましたら、分かった時点でお願い

します。 

 それと、先ほど青山委員のほうからありました会

社の内容、事業展開とか、住所とか、そういうとこ

ら辺で、資料でまた頂けたら、各文教民生の委員の

ほうにお願いします。 

 ほかはないですか。 

 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） プレゼンの４社の結果なり、

採点なりは、我々は見れるんでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） ２４日に該当業者に、

候補者と次点の業者、２社は通知しますのと、ホー

ムページには、その情報を出させていただきます。 

 ただ、採点結果までは出す予定はしておりません。 

○委員長（上田 伴子） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） そのホームページに、こんな

業者で、こういうとこは良かったよっていうのは出

されるのはいいんですけども、我々は資料として、

他者との比較の点数を項目別に見ることができる

んですか、ちょっとどうか、お答えください。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 契約担当が総務課に

なっていますので、公表できるものは公表させてい

ただきますが、再度、確認させていただいて、でき

ないということでしたら、どういう視点でというこ

とはお話しできるかと思います。 

○委員（伊藤  仁） あともう１点よろしいですか。 

○委員長（上田 伴子） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 任用職員の、今から、来年の

４月以降も継続して仕事されるかどうかを確認を

取られるんでしょうけど、任用職員は、待遇的に、

今より上がるのか下がるのか、そして、夏休みとか、

そういう長期休暇になったら、どういう扱いをされ

るのか、その辺りの水準をいろいろと点数もつけて、

質問もされておるでしょうし、その辺をお答えくだ

さい。 
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○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） プレゼンテーショ

ンの中では、一つは正社員という捉まえの中で、ま

た、それによって保険の適用だとか、その辺によっ

て格差がある。また、パート的な雇用も人員体制の

中で提案がありました。その中では、調理につきま

しては、今のところ、調理のある期間を中心とした、

長期休暇などについては、数日準備や後片づけには

勤務はあるんですけども、その間の調理のない期間

については、基本的には勤務はないという。 

○委員（伊藤  仁） 勤務はない。 

○教育総務課長（大谷 康弘） はい。現状と同じよ

うな勤務体系であるというふうに提案はされてお

ります。 

 具体的な給与水準につきましては、現行の水準を

十分考慮していただけるというふうにお聞きして

おりますけれども、具体的に幾ら上がる、幾ら下が

る、また、一人一人のスキルによって、その会社で

の採用、あるいは給料のほうも変わってくるかと思

いますので、それらのほうは、そこまでの細かいと

ころは、今回の提案の中ではお聞きはしてないとこ

ろなんです。以上です。 

○委員（伊藤  仁） 委員長。 

○委員長（上田 伴子） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） プレゼンとか提案の中で、そ

んな細かいことはされてないんだけど、今から職員

さん、継続職員になるんですか、そのときには、完

全に条件提示が必要なんで、もうその辺りは手元に

連絡来てるんですか、来てないんですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） まだ、この会社自

身に契約候補者であるということも、２４日に通知

をする予定にしております。その後で、具体的な人

員体制の確立に向けて、今の調理員が、何人行って

もらえる、何人行ってほしいからどうしようってい

う恐らく決定が、その会社で考えられると思います

ので、現在では、まだ詳細な勤務条件は、こちらに

は確認はできておりません。以上です。 

○委員（伊藤  仁） ごめん、もう１点だけいいで

すか。 

○委員長（上田 伴子） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 職員人数についてなんですけ

ど、例えば今、１００人でしてますよと、民間事業

ですから、利益上げたいですよね、これを８０で収

めようとか、そういった考え方で、それがまかり通

るのか通らんのか、その辺の制限をかけているのか

かけていないのか、ちょっと教えてやってください。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） 各社の提案の中で

は、現行の人数と変わらない人数を確保されており

ます。ただ、実施後に、その後にどういった形態で

調理をされていくかまでは、残念ながら確約ではあ

りません。以上です。 

○委員（伊藤  仁） はい、分かりました。以上で

す。 

○委員長（上田 伴子） それでは、先ほど言いまし

た資料の件、よろしくお願いします。 

 次に、豊岡小学校屋内運動場天井修繕工事におけ

る予備費充当額について、よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） この件につきまして

は、９月１０日に、経過報告としまして、落下原因

でありますとか、落下後の対応でありますとか、そ

ういったことはご報告させていただいておりまし

て、今回、具体的な設計業者との打合せの中で、１，

０００万円の内訳が予算としての確定をしました

のと、工法等が明確になりましたので、その部分の

ご説明をさせていただきます。 

 お配りしています資料の表の部分の説明になり

ますので、ご覧いただきたいと思います。 

 まず、金額の部分です。トータルでは１，０００

万円で、前回の資料では９００万円と１００万円と

いうようなご説明をさせていただいておりますが、

詳細を詰める中で、９２３万円と７７万円というよ

うなことになっております。 

 それから、適用欄のほうを白紙にしておりまして、

口頭説明等をさせていただいておりますが、概要と

しましては、床の養生、それから足場を組んで、天
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井の押工ということと、天井を補修するということ

です。 

 内訳をご覧いただきますと、足場を４台設置して、

順に修理をしていくということですし、天井押工に

ついては、グラスウールの部分を抑える工法、それ

から、棟といいますか、プラスチックの上から金属

をあてがって、ボルトで止めるということでござい

ます。そういったことが１，０６９か所あるという

ようなことになります。 

 それから、天井の補修ということで、既存のとこ

ろどころ、劣化し、穴が空いてる部分を直していこ

うというようなことになっています。以上でござい

ます。 

○委員長（上田 伴子） ほかはありませんか。 

○委員（上田 倫久） １つ。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（上田 倫久） 屋内運動場いうたら、体育館

のことですね。見とったら、かなりこれ、子供おっ

たら、大けがするんですよね。留め具が外れて、落

下のおそれのある天井、ここだけなんか、ほんまに、

違うと思うけど、大丈夫ですか。１，０００万円か

けて。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 大きさにつきまして

は、１メートル掛ける１．５メートルの厚さ２．５

センチのグラスウールといいまして、割とふわふわ

の感じのものでございます。重さは、ただ２．５キ

ロありますので、今おっしゃいましたように、大け

がということはまずないんですけども、たまたま児

童さんがいらっしゃらないときに落ちてるのが確

認されたということです。 

 写真をご覧いただいておりますが、この部分を修

繕ということではなく、全面的に補強をしたり、修

繕したりということを施す工事をやりますので、全

て、この体育館の天井を修繕するということでござ

います。 

○委員（上田 倫久） ここ、今、豊岡小学校なんだ

けども、ほかのところもいっぱいあるんでしょうか、

これ。そういうのをやっぱり点検をされとるんかど

うか、それをお聞きしたい。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 対象となるこういっ

たグラスウールをつけてる学校は、旧奈佐小の体育

館が同じようなものになっています。ただ、豊小の

ように、グラスウールが表面を紙のようなもので覆

ってるものとは違いまして、旧奈佐のほうは、グラ

スウール全体を布で囲ったようなものです。目視で

確認しましたら、プラスチックかどうかっていうの

は分かりませんでしたけども、落下というものが確

認できませんでしたので、今回はその対策は必要な

いだろうということで、豊岡小学校のみが対象校と

いうことで把握しております。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

○委員（上田 倫久） いいです、はい。 

○委員長（上田 伴子） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは……。 

 どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） 失礼します。先ほ

ど契約候補者の会社が、県下で契約がないというふ

うにご報告させていただいてましたけども、ちょっ

と資料のほうを確認する中で、加古川等、南部のほ

うで６校、契約があります。これは、給食センター

じゃなしに、単独校も含めておりますので、また、

会社の資料の中に、その辺は掲載させていただきま

す。失礼します。 

○委員長（上田 伴子） はい、分かりました。 

 それでは、教育総務課の皆さん方につきましては、

ここで退席していただいて結構です。ご苦労さまで

した。 

 では、次に、地域コミュニティ振興部スポーツ振

興課から報告事項がありますので、お聞き取りくだ

さい。 

 まず、体育施設の指定管理者事務についてお願い

します。 

 どうぞ。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） 体育施設の指定

管理者指定事務について報告させていただきます。 
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 皆さん、お手元にＡ４の横長の１枚物、体育施設

の指定管理者指定事務についてという資料をご覧

いただきたいと思います。 

 今年度で１１の施設が指定管理を終了するため

に、来年度からの新たな指定管理者を指定する事務

を今進めておるところです。 

 公募する施設につきましては、左の表のとおり、

６月議会において、債務負担行為予算を提案をさせ

ていただいて、可決をいただきました。 

 右の表の一番下、神鍋野外スポーツ公園につきま

しては、県立但馬ドームと一体の管理をしていまし

て、県とともに指定管理者を選定をしております。

本来なら、今年度、同じように指定の公募を行うと

ころですけども、来年度、但馬ドームが大規模改修

で１年間使用できないというふうなことがありま

して、県との協議によって、１年間、現指定管理期

間を延長して、来年度、新たに再度公募手続をする

というふうなことで、この１２月議会に指定議案と

債務負担行為の予算を提案させていただく予定と

しております。 

 今回、公募事務を進める段階におきまして、６月

議会以降、右の表の上段の豊岡総合体育館、それか

ら、市民体育館の指定管理につきまして、指定方法

を変更しましたので、報告をさせていただきます。 

 資料の一番下に指定方法を変更で記載してます

とおり、現在の総合体育館の大規模改修のための実

施設計を進めております。来年度の大規模改修に、

約１２か月程度の工期が必要なことが見込まれる

ことから、長期にわたる休止期間が発生すること、

また、発注時期等により、２か年にわたる可能性も

あることから、２年間、指定期間を延長して、現在

の指定管理者に管理をさせて、改修終了後に、改め

て公募する方法とさせていただきたいというふう

に考えております。 

 つきましては、１２月議会において、各施設の指

定議案と、再度精査をしました債務負担行為予算を

提案させていただきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 報告は終わりました。 

 これら報告に対して、委員の皆さんで特に質問等

があればお願いします。 

 どうぞ。 

○委員（上田 倫久） ここ、今、総合体育館は、今

年度、大規模改修実施設計を行っており、来年度よ

り長期、約１２か月間にわたり、使えないというこ

とですか、ほんなら。豊岡総合体育館も市民体育館

も、どうですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） 市民体育館につ

いては通常どおり使えますので、右の表で２つの施

設で公募とか延長と書いてますけども、合同で指定

管理を指定していますので、総合体育館と市民体育

館は、１つの指定管理者に指定をしてますので同じ

扱いをするということで、来年度、使えないのは総

合体育館のみで、市民体育館は通常どおり使えます。 

○委員（上田 倫久） 以上です。 

○委員長（上田 伴子） ほかはありませんか。 

 それでは、ここでスポーツ振興課の皆さんには退

席していただいて結構です。お疲れさまでした。 

 それでは、以上で報告事項は終わりました。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午後３時１１分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時１１分 分科会再開 

○分科会長（上田 伴子） 休憩前に引き続き、分科

会を再開します。 

 次に、協議事項に戻りまして、協議事項（３）番、

意見・要望のまとめとして、まず、分科会意見・要

望として、予算決算委員会に報告すべき内容につい

て協議いただきたいと思います。 

 まず、昨日、審査をいたしました第１０６号議案

に対する分科会意見・要望について、正副委員長で

まとめた案文をお配りしています。この案文につい

て協議いただければと思います。 

○事務局主幹（小崎 新子） 配信します。 

○分科会長（上田 伴子） お願いします。 

 今、小崎さんのほうから配信していただきました。

皆さんのお手元のタブレットに入っております。 



 42

 この内容でいかがでしょうか。（「読んでもらっ

たら」「読んだら」と呼ぶ者あり）読みますよ。 

 文教民生委員会意見・要望。１番、子どもの貧困

対策の事業については、市独自に相対的貧困率を算

出するなど、以前より対策を進めてきているので、

それらを基に事業効果を併せて検証するなど、今後、

より効果的な事業となるよう取り組むこと。 

 ２番、生涯学習サロンを整備するため土地、建物

を取得したものの、地盤沈下などにより使用できず、

多額の経費をかけたにもかかわらず、最終的には別

の場所にオープンすることとなった。厳しい財政状

況の中で、今後、このようなことがないように十分

留意されたい。 

 ３番、新文化会館に整備事業については、現市民

会館の老朽化などを踏まえ、今後の事業の進め方を

早期に決定すること。 

 ４番、アイティ４階の取得及び活用については、

市民を巻き込んで議会でも様々な議論が重ねられ

た。多額の経費をかけて整備することになったので、

市民の理解を得て、十分な活用が進む施設を目指す

とともに、今後、市負担の増加を招くことがないよ

う取り組まれたい。以上、４点です。 

 よろしいですか。ほかの委員の皆さん、よろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） それでは、この４点を分

科会意見・要望とします。 

 次に、本日審査を行いました第９６号議案、第１

１８号議案に対する当分科会の意見・要望について

協議いただきたいと思います。第９６号議案は補正

予算でしたね。（「委員長、副委員長にお任せ」と

は呼ぶ者あり） 

ちょっと、休憩にします。 

午後３時１４分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時２０分 分科会再開 

○分科会長（上田 伴子） 今日出た意見の中から、

特筆すべきことがありましたら、ちょっと抜粋して、

また皆さんに配信しますので、お願いします。 

  いろいろ補正予算の中で出た意見なので、それを

基に意見をまとめておきます。 

 それでは、続きまして、ただいま協議いただきま

した分科会意見・要望を含む分科会委員長報告は、

これ、また後でまとめますので、正副分科会長に一

任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） はい。 

 ここで分科会を閉会いたします。 

午後３時２１分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後３時２１分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） 委員会を再開します。 

 委員会意見・要望のまとめ。次に、委員会意見・

要望のまとめとして、第８５号から８７号議案及び

第９３、９７から１０３号議案について、当委員会

の意見・要望として、委員長報告に付すべき内容に

ついて協議いただきたいと思います。 

 まず、昨日審査を行いました第１０７号議案から

第１１２号議案及び第１１４号議案と報告第１８

号までに対する意見・要望について、正副……。 

昨日した分ですね。もういいですか。 

○事務局主幹（小崎 新子） 昨日はご意見ないよう

でしたが、報告第１８号について、今日、もしある

ということでしたら、今まとめていただくことにな

ります。 

○委員長（上田 伴子） はい。じゃあ、松井委員、

これ何か。 

○委員（松井 正志） じゃあ、そういうことです。

事故防止はもちろんだけども、災害勤務で体調が悪

くなったようなことがというふうな説明だったん

で、安全に注意していただきたいということでどう

でしょうか。 

○委員長（上田 伴子） はい、分かりました。 

 皆さん、いいですか、そういうことを付しても。

ということで、任せてもらっていいですか。（「し

てください、それは」「委員長、副委員長にお任せ

します」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ただいま協議いただきました委員会意
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見・要望等を含む委員長報告の案文については、正

副委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 次に、協議事項（４）番、閉会中の継続審査の申

し出についてを……。 

○事務局主幹（小崎 新子） すみません。今日審査

された８５から８７号議案と９３、９７から１０３

号議案について委員長報告に付す意見・要望はない

ですか。その確認をお願いします。 

○委員長（上田 伴子） ああ、諮ってないと思うけ

ど。８５号議案の交通共済組合の解散とかのとこら

辺からと。 

○事務局主幹（小崎 新子） あと、特別会計の補正

予算。 

○委員長（上田 伴子） それから、特別会計の国民

健康保険事業勘定から、太陽光発電事業特別会計に

係る会計についての意見・要望はよろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、そのように決定

をいたします。 

 それでは、元に戻りまして、協議事項第４番、閉

会中の継続審査の申し出についてを議題といたし

ます。 

 それでは、議長に対して、委員会重点調査事項を

閉会中の継続審査事項として議長に申し出いたし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 次は、協議事項第５番、その他について、委員の

皆さんから特にご発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ないようでしたら、以上を

もちまして文教民生委員会を閉会いたします。長い

間ご苦労さまでした。 

午後３時２８分 委員会閉会 

──────────────────── 


